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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

１ 地域共生における福祉の支援体制について 

２ 女性の健康支援について 

３ 児童福祉法改正における対応について 
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１ いきいきプラザ・センターについて 

２ 自衛隊について 

３ 学校の樹木の管理について 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

１ ボッチャを活かしたまちづくりについて 

２ 帯状疱疹ワクチン接種事業について 

３ 青少年の育成環境について 

４ 稲毛区の諸問題について 

（１）草野水のみち周辺の浸水対策について 

────────────────────────── 

午 前 10 時 ０ 分 開 議 

○議長（石川 弘君） これより会議を開きます。 

 出席議員は47名、会議は成立いたしております。 

────────────────────────── 

 日程第１ 会議録署名人選任の件 

○議長（石川 弘君） 日程第１、会議録署名人選任の件を議題といたします。 

 私より指名いたします。７番・黒澤和泉議員、９番・山崎真彦議員の両議員にお願いいたし

ます。 

────────────────────────── 

 日程第２ 市政に関する一般質問 

○議長（石川 弘君） 日程第２、市政に関する一般質問を行います。 

 通告順に従い、お願いいたします。40番・向後保雄議員。 

〔40番・向後保雄君 登壇、拍手〕 

○40番（向後保雄君） おはようございます。一般質問も３日目ということで、私が最初に質

問させていただきたいと思います。きのう、今年の漢字、皆さん御存じのとおり、「税」とい

うことで決まりました。私は税理士でありますけれども、もともと何というか、今年は増税メ

ガネだとか、いろいろ、10月からはインボイス制度も始まりましたので、増税・減税、いろい

ろな議論があったということで税ということになったんだと思いますけど、2014年以来２度目

ということでございます。 

 いずれにしましても、岸田さん、一生懸命やっているので、私は頑張ってくれているなと思

う一人であります。 

 それでは、通告に従いまして、私、自由民主党千葉市議会議員団の向後保雄が質問させてい

ただきます。 

 いつも、子供に輝く夢と未来をということで、また、高齢者もやっぱり大事なので、高齢者

には安心な老後をという思いで活動させていただいております。 

 それでは、通告に従いまして一般質問に入ります。 

 まずは、私、いつも質問させていただきますベイサイドジャズについてでございます。 

 初めに、ベイサイドジャズ2023千葉についてであります。 

 今年のベイサイドジャズは、４月22日のエリアdeジャズがハーモニープラザでの大原保人ス

ーパージャズトリオの演奏を皮切りにスタートいたしました。ジャズクルージング、そして中

安 喰 初 美 君 

桜 井 秀 夫 君 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第７号（12月13日） 

－4－ 

央公園での無料公開ステージ、スペシャル２ＤＡＹＳコンサートと、全てが予定どおり実施を

されました。 

 私も幾つかのイベントに参加いたしましたが、エリアdeジャズの実施状況及び各会場での入

場者数、そして並びに今回６区での実施をいたしましたけれども、エリアdeジャズの今後の課

題についてお伺いをいたします。 

 次に、災害対策についてです。 

 今後30年間で、震度６弱以上の激しい揺れに襲われる確率が70％と予測されている首都直下

地震でありますけれども、先日も、フィリピン付近を震源とする大地震があり、伊豆諸島の八

丈島で40センチの津波を観測したほか、九州から関東にかけまして、太平洋沿岸や奄美地方な

どにも津波が到達したとのことであります。 

 このように地震、台風、洪水、そして津波、火災等の非常の事態が発生をし、有線通信を利

用することができないか、あるいは利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災

害の救援、交通・通信の確保、または秩序の維持のために無線通信が必要不可欠であります。 

 以前、第２回定例会で質問をいたしましたが、地域防災無線に関して、当時、市役所と新宿

中学校はＭＣＡ回線での通話ができませんでしたが、中央区地域づくり支援課が11月の15日に

テストをしたところ、なぜ依然できずに今回できたのかが不明とのことでありますが、通話が

できたようです。新宿中学校付近は、災害時にはドコモが災害時の回線を設置してくれると思

うので、ドコモでの通話可能となるので心配がないと考えますが、他の地域で電波の弱いとこ

ろについては、ＭＣＡ無線が通信できるかどうかが心配であります。 

 設置当初、地域防災無線を配備した場所で、電波強度の弱い件数がどのくらいあったのか伺

うとともに、そのような場所ではどのように対応しているのかを伺います。 

 最後に、新市民会館についてであります。 

 既に、公明党の青山議員の代表質問とか、共産党の中村議員の一般質問で取り上げておりま

すけれども、改めて質問をさせていただきたいと思います。 

 ＪＲ東日本千葉支社跡地での新市民会館の取得額については、ＪＲ東日本との当初の話では、

120億円でありましたが、物価高騰、建設資材の高騰によって、数倍になると漏れ聞いており

ます。令和４年４月には基本設計、令和５年度に実施設計、令和６年度に施工をして、令和９

年度に開館の予定でありましたが、現状はどのようになっているのか、ＪＲ東日本との協議の

進捗状況と今後のスケジュールについてお伺いをしたいと思います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。御答弁のほど、よろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 初めに、ベイサイドジャズ2023千葉についてお答えします。 

 本年のエリアdeジャズLiveの実施状況と各会場の入場者数、今後の課題についてですが、本

イベントは各区１か所を会場とし、中央区では、蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ

分館で実施し、入場者数は80人でありました。花見川区では、花島コミュニティセンターで38

人。稲毛区は、イオン稲毛店で61人。若葉区は、都賀コミュニティセンターで42人。緑区は、

鎌取コミュニティセンターで102人。美浜区は、美浜文化ホールで75人でありました。 

 今年度は２年目であり、会場の定員を満たしていないことが課題と認識しており、今後は積

極的、効果的な広報はもとより、市民の皆様が来場しやすい場所の選定やより魅力的な開催内

容など、検討をしてまいります。 
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 最後に、新市民会館についてお答えします。 

 新市民会館の整備の現状とＪＲ東日本との協議状況、今後のスケジュールについてですが、

昨年度から、市民会館再整備の基本設計をＪＲ東日本と共同で進めてまいりましたが、本年春

頃、ＪＲ側から社会状況や工事費の高騰等の課題を踏まえ、複合ビル計画の見直しを行いたい

との申し出があり、開館予定が当初より遅くなる見通しとなりました。 

 その後、９月にＪＲ側から複合ビル計画の検討内容や新たな配棟案が示され、現在、本市に

おいて建設費の再計算やＪＲ東日本千葉支社跡地や市有地で建設した場合との比較検証、今後

のスケジュール等の検討を進めております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 災害対策についてお答えいたします。 

 地域防災無線の電波の強度が弱い件数とそのような場所での対応についてですが、地域防災

無線を更新した令和２年度に電波強度の確認を行ったところ、２つの通信方式のうち、ＬＴＥ

回線は使えますが、ＭＣＡ回線の電波の強度が弱い場所が11か所あることを確認しております。 

 電波の通信状況は周辺環境により変化することもあるため、より確実な通信ができますよう、

今後は、敷地内の設置場所以外での通信状況を確認するなど調査を行った上で、設置場所や運

営方法などの見直しなどを検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございます。２回目以降は、一問一答にて質問をさ

せていただきます。 

 初めに、ベイサイドジャズ2023千葉についてであります。 

 御答弁によれば、中央区のハーモニープラザの80名をはじめ、鎌取コミュニティセンターの

102名が最大で、６区平均70名弱の入場とのことであります。定員に満たない状況であるとの

ことで、来場しやすい会場の選定や広報の充実が課題とのことですので、御検討を期待したい

と思います。 

 次に、ジャズクルージングについてです。 

 私は、５月27日実施の１回目に乗船をしましたが、非常にゆったりと鑑賞できました。言い

換えれば、すいておりました。 

 そこで、ジャズクルージングの過去の入場者数を伺うとともに、今後の課題は何なのかをお

伺いいたします。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） ジャズクルージングは、平成28年度から実施をしており、28年度

の入場者数は１日で244人の参加がありました。29年度は２日間の開催で、１日目が155人、２

日目が114人でありました。その後は１日のみの開催で、30年度は200人、令和元年度は160人

であり、２年度、３年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため開催はしておりません。 

 令和４年度のジャズクルージングは、コロナ対策のため、定員を80人としましたが、満席の

参加となりました。また、今年度につきましては、定員120人に対し75人の参加となっていま

す。 

 課題といたしましては、これまで定員に満たない状況が複数回見られたことから、要因を分
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析するとともに、開催内容、方法について検討をし、次回に生かしてまいりたいと考えでおり

ます。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございます。昨年の25回目を記念してのジャズクル

ージングは、新型コロナの影響で募集人員を半分の80人に制限しての開催でありました。今年

は、私も乗船した１回目は20名くらいで大変すいておりましたが、ゆったりと鑑賞できたので

よかったですが、この３倍はいないとですね、まずいのではと思いますので、広報の充実と時

間の割り振り等の工夫により、乗船者の増加を図っていただきたいと思います。 

 ジャズクルージングはですね、近隣でクルーズ船を借りられる施設がないので、船の借り上

げ料金がとても高額になるんですけれども、他市にないイベントであり、そしてベイサイドジ

ャズ千葉の名物であると思いますので、ここで採算をとれないとしても、市民の方も期待して

いるベイサイドという名にふさわしいイベントではないかと思いますので、ぜひとも継続を要

望いたします。 

 次に、９月30日に４年ぶりに実施できた中央公園での無料公開ステージについてですが、延

べ来場者数はどのくらいであったのか、伺います。また、ステージでの演奏者の選定の方法と

アマチュアとしての演奏レベルの維持の方法についてお伺いをします。また、屋台等の飲食販

売はどのような状況だったのか、伺います。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 中央公園での無料公開ステージの来場者数は、延べ350人で、出

演者は、令和２年度から４年度のジャズコンペティションにおいて選出された７組のグループ

を選定いたしました。ジャズコンペティションの受賞グループは、１次の音源審査や２次の公

開審査を経て選出されており、一定の演奏レベルの維持がされているものと考えております。 

 また、屋台等につきましては、特定非営利活動法人まちづくり千葉に依頼をし、キッチンカ

ー３店舗、屋台３店舗の計６店舗を出店いただいているところでございます。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございます。４年ぶりに開催をされました無料公開

ステージには、延べ350名の来場者があったとのことで、すばらしい結果だと思います。また、

ジャズコンペティションで受賞したグループに出演をお願いしているとのことで、今後も継続

をし、ジャズ愛好者の増加とアマチュアバンドの皆さんの発表の場として定着していくことを

期待いたします。また、まちづくり千葉の皆さんの演出によって、キッチンカーや屋台も出店

をしていただき、ジャズを聞きながら飲食を楽しむことができて、とてもすばらしい結果であ

ったと思います。 

 そこで伺いますが、ジャズコンペティションには、何バンド何グループが参加をし、参加者

は毎年増加しているのでしょうか。また、ジャズコンペティションの実施の意義について伺い

ます。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 過去３年間のジャズコンペティションの参加者は、令和３年度９

組、４年度３組、５年度５組でありました。ジャズコンペティションは、日頃から活動してい

るジャズグループの演奏を一流のプロミュージシャンが審査し、表彰することにより、新たな

ジャズグループの発掘、発信につながるものと考えております。 
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○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございました。今年が５組、コロナ禍でありました

が、昨年は３組、一昨年が９組とのことで、一定の出場者が維持をされており、新たなジャズ

グループの発掘につながっているとのことで、有意義なイベントであることが確認できました。 

 次に、スペシャル２ＤＡＹＳコンサート、１日目には伊東ゆかりさんが来ましたけれども、

入場者数が何か少なかったような気もします。また、今年は私は聞けませんでしたけれども、

２日目の来場者はどのくらいあったのでしょうか。過去３年間の推移をお示しいただきたいと

思います。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 令和３年度は、１日目が201人、２日目が164人、４年度は、１日

目が206人、２日目が192人、今年度は、１日目が299人、２日目が142人でありました。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございました。令和３年が藤村麻紀さん、令和４年

が渡辺真知子さんだったと思います。今年度が最近では一番来場者が多いですね。昨年の個人

的には渡辺真知子さんの声量のすごさがすごく印象が残っております。 

 最後に、ベイサイドジャズ2023千葉の総括について伺います。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 今年度は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が全面的に

解除された中で、中央公園での無料公開ジャズ演奏の再開やエリアdeジャズLiveを２年目とし

て３区から６区に拡大実施することで、市民のジャズ鑑賞や演奏機会の提供ができたものと考

えております。 

 今後は、開催内容や場所の選定などを工夫し、より多くの皆様にジャズの魅力に触れていた

だき、音楽文化の普及、振興と地域文化の活性化につなげられるよう努めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございました。エリアdeジャズについては、定員に

満たない状況であったという、最初の質問にもありましたとおりでございますが、会場等様々

な要因を精査しまして、来場者の増加を目指していただくよう要望いたします。 

 また、今まで申し上げてきておりますけれども、あらゆるチャンスを捉えてジャズ、日頃か

らジャズを目指していただき、市民がジャズに触れる機会を創出していただくことを要望いた

します。 

 そして、財団の人員不足を克服すべく、方法を模索してですね、ぜひとも、私はジャズスト

リートのファンでございますので、一般のお店で渡り歩けるジャズストリートの復活を期待し

たいと思います。 

 次に、災害対策についてであります。 

 御答弁ありがとうございました。御答弁によりますと、11か所でＭＣＡ回線の強度の弱いと

ころがあったとのことです。電波の通信状況は、周辺環境により変化をするということです。

今後は、より確実な通信状況が確保できるように調査をし、設置場所や運用方法の見直しを行

うとのことで理解をいたしました。 

 災害時に、様々な地点の災害状況を認知し、対策を考えるためには、通信手段の確保は重要

ですので、想定外のないようによろしくお願いをいたします。 
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 次に、前回の私の質問での御答弁では、災害時の飲み水の確保策として500ミリリットルの

ペットボトルを54万1,000本備蓄をしているとのことでしたが、１人に３、４本渡すのであれ

ば、２リットルを１本渡したほうがよいのではと思いますし、ペットボトルに貯水槽から水を

もらうときには、２リットルのペットボトルのほうが便利ではないかとの市民の意見がありま

す。 

 値段としても500ミリリットル24本入りと２リットル６本入りの単価を比較して、後者のほ

うが安いのではと思います。全体の半分くらいは２リットルにしたほうが予算も安くて済みま

す。 

 しかしながら、どの自治体でも備蓄については、500ミリリットルが主流となっているよう

です。我々が常任委員会視察で行っても、500ミリリットルの水が出てくるので、そもそも500

ミリリットルにしている理由が何かあるのか、伺います。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 本市では、一人一人が飲み切れるサイズであり、衛生的なこと

や持ち運びが容易なこと、飲みやすいこと、配布しやすいことなどを考慮して、500ミリリッ

トルサイズの飲料水を備蓄しております。 

 なお、非常用井戸を整備している避難所等には、10リットルの給水袋を合計約２万2,000枚

備蓄しており、生活用水として多くの量を配布できる体制としております。 

 市民の皆様には、飲料水の備蓄や給水を受ける準備など、在宅避難を含めた自助の取組を進

めていただけるよう啓発に努めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございます。御答弁によりますと、500ミリリット

ルのペットボトルのほうが飲みやすく配りやすいということ、また、持ち帰り用の10リットル

の給水袋を備蓄しているとのことであります、自助によって飲み水を家庭に備蓄すべきことを

啓発していくとのことで理解をいたしました。 

 それでは、続いて、避難所運営委員会について伺います。 

 私が所属しております避難所運営委員会は、新宿小学校避難所運営委員会でありますが、こ

こには、新宿１、２丁目、新田町、新町の４自治会が主体となって活動をしております。隣の

神明町及び出洲港については、ポートアリーナで避難所運営委員会を結成しておりますが、ポ

ートアリーナのサブアリーナが老朽化のため一部つり天井を修繕するため、ここしばらく避難

訓練ができなくなっております。最近、これでは困るとの申し出によって、メインアリーナの

あいている日に避難訓練ができるようになっていると聞いております。 

 そこで伺いますが、神明町、出洲港が通学区域である新宿小学校ではなく、ポートアリーナ

の避難所運営委員会の構成団体となっているのはどのような理由なのか、伺います。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 本市では、ポートアリーナを含め、全ての避難所運営委員会で

設立準備の際、町内自治会や自主防災組織などの地域の関係者が集まり、避難所運営委員会設

立準備会議を開催しております。 

 新宿小学校及びポートアリーナの避難所運営委員会は、各指定避難所に設置した避難所運営

委員会設立準備会議において、構成団体や規約等の協議が行われ、関係者合意のもと、平成29

年度に設立されたものと把握しております。 
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○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございます。避難所運営委員会の構成団体について

は、設立準備段階で構成自治会の合意のもと、現在に至っているということで確認をいたしま

した。 

 では、次にポートアリーナ避難所運営委員会は、来年の９月１日にメインアリーナで避難訓

練ができるように会場を押さえていると聞いておりますけれども、今後、神明町、出洲港の皆

さんと新宿小学校避難所運営委員会とが連携をして、新宿小学校で避難訓練を実施することを

検討したいと考えますけれども、このように複数の指定避難所の避難所運営委員会が連携をし

て訓練を行うことについての千葉市の見解を伺います。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 複数の避難所運営委員会が連携して訓練を行うことは、参加し

た委員会がそれぞれ新たな課題や知識を得ることができるほか、災害時には相互に連携、協力

することも期待ができ、地域防災力向上にも資する意義のあるものと認識しております。 

 これまでも、他の地域において、複数の避難所運営委員会が合同で訓練を行っている事例も

ございますので、同様な取組が進むよう、事例の紹介や運営委員会の連携の調整といった活動

の支援を必要に応じて行ってまいります。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございます。避難訓練については、複数の避難所運

営委員会が連携をして訓練を実施しているところもあるとのことですので、我々としても、今

後の避難訓練の実施の方法の参考とさせていただきます。 

 また、ＭＣＡ無線の御答弁についてですけれども、地域づくり支援課が11月15日に新宿中学

校でＭＣＡ無線で通話できるかテストしたところ、以前はできなかったものが通話できたとい

うことであります。なぜ、以前は通話ができなかったのに今回はできたのか、原因がわからな

いと言っておりましたので、このような通信状況の不具合をチェックする折には、問題解決が

スムーズになるように、業者の同行のもとでチェックすることを要望したいと思います。 

 最後に新市民会館についてです。 

 御答弁ありがとうございました。ＪＲ東日本側から複合ビル計画の見直しをしたいとの申し

出があったとのことで、理解をいたしました。 

 私が一番疑問に思っていることは、千葉駅前の現地は、道路が狭いので、工事段階も当然の

ことながら、完成後の利用者、出演者等の資材の搬入についても、大型車が出入りするのは苦

労するのではないかと思うところです。 

 ＪＲ東日本千葉支社跡地には、11トントラックでの搬入ができるのか心配しております。そ

もそも、千葉トヨタ本社前を通って、高さ制限のため京成線のガード下を抜けることができな

いのではないかと危惧しておりますけれども、この点について、行政側としてどのように考え

ているのか、伺います。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 11トン車が千葉港黒砂台線地下道を走行することに支障はありま

せんが、新市民会館の建設に当たっては、周辺道路の混雑回避や歩行者の安全な通行空間の十

分な確保等に向けて取り組んでまいります。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 
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○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございます。千葉トヨタ本社前を通って、京成線の

ガード下は通れるということで安心をしましたけれども、御答弁にあるように、歩行者の安全

確保は重要ですので、よろしくお願いをいたします。 

 そこで、以前、中央コミュニティの跡地との比較がされておりましたけれども、中央コミュ

ニティは、既に減築をして使用することで決定されておりますので論外とし、既に中村議員が

質問をしておりましたけれども、旧議会棟、市役所庁舎跡地に建設をすれば、土地代がないの

で、これは私の思いですけれども、150億前後で立派な建物ができるのではないかと思います。 

 そもそも市民会館なので、市民の方たちが使いやすいことが第一であると思いますので、駐

車場の確保も大事な点だと思いますが、ＪＲ東日本千葉支社跡地近くには、駐車場の確保は難

しいと思います。弁天町側では距離があります。その点、市役所には駐車場は確保できます。 

 近くに飲食等の施設がないのは心配されますけれども、その気になれば、市民会館の中にも

誘致できますし、これから近隣に増えてくるのではと考えます。また、千葉駅隣接のため、使

用料も現在よりも、それなりに高くなるのではないかと危惧をしております。 

 そこで、改めて旧議会棟、市役所庁舎跡地に建設することについての当局の見解を伺います。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 新市民会館の整備の場所につきましては、現在、建設費の再計算

とともに、ＪＲ東日本千葉支社跡地や市有地で建設した場合との比較検討等を含め、検証作業

を進めているところであり、全体の事業費や利用者の利便性等を総合的に勘案し、慎重に検討

を行ってまいります。 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員。 

○40番（向後保雄君） 御答弁ありがとうございます。現在の市民会館は、1976年に、千葉開

府850年を記念して建設をしました。2026年には、千葉開府900年がまいります。何とか間に合

わせたいと考えますが、皆さん、どうでしょうか。 

 旧市役所庁舎後地や蘇我の駅前の遊休地であれば、協議相手もいないので、スムーズに進み、

2026年完成も可能ではないかと考えます。 

 市民会館が千葉駅前に建設できれば、交通面や飲食面では便利であると思いますので、必ず

しも反対ではありませんが、現地は搬入道路が狭いので、出演者の機材搬入、搬出、駐車場の

確保等、検討を要することがあると思います。 

 市民会館として、本市の芸術文化の振興と市民にとっての利用価値をどのように結論づける

のか、しっかりと検討をしていただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 向後保雄議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。11番・渡辺惟大議員。 

〔11番・渡辺惟大君 登壇、拍手〕 

○11番（渡辺惟大君） おはようございます。日本維新の会・無所属の会の渡邊惟大です。 

 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 まず、インクルーシブ教育・保育についてです。 

 前回、第３回定例会の一般質問において、小中普通学校の障害のある児童生徒の通学につい

て、本人、保護者と合意形成のもと、保護者が付き添う事例があることが分かり、保護者の

方々の負担軽減が必要であると指摘いたしました。その上で、障害者権利条約で初等中等教育
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の機会均等を求められていることもあり、小中学校の通学支援についても、移動支援を検討し

ていただけるのが望ましいのではないかという意見を出させていただきました。 

 ニーズ把握のため、保護者の付き添い状況についての調査を行うべきだとお伝えしましたが、

その後、検討していただいておりますでしょうか。特別支援学校についても、ニーズが予測さ

れるため、調査に含めることも必要であると考えます。 

 以降、質問席にて質問させていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 現在、今年度内のニーズ調査の実施に向け、登下校時の保護者の

付き添い状況など、調査項目の検討を行っております。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。調査の実施に向け調査項目の検討をされてい

るとのこと、大きな前進であると思います。実態把握のほう、ぜひお願いいたします。 

 さて、前回の一般質問において、障害児の高等学校への通学については移動支援が使えると

いうことを伺ったんですけれども、では、障害児の小中学校普通学校・特別支援学校の通学の

際の移動支援を導入するというのは、いかがでしょうか。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 来年度に予定されている次期報酬改定など、国における検討

の状況や本市における自力での通学が困難な障害児の実態等を踏まえ、検討してまいります。 

 なお、現時点でも、保護者の入院など、やむを得ない事情により通学の支援が必要であると

認められた場合については、一時的に移動支援を利用することが可能です。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。国の動向も見ながら検討しているとのこと、

分かりました。 

 では、必要な予算について、様々な利用のパターンを想定して試算額を教えていただけます

でしょうか。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 本市全体の予算については、対象となる障害児の人数などの

実態が確認できていないため、現時点での試算は困難ですが、登下校それぞれで１時間の移動

支援を利用すると仮定した場合、児童１人に必要となる予算は、週５日利用した場合は、年間

約240万円、週３日の場合は約145万円、週１日の場合は約48万円となります。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。通学の支援のニーズの多様性や、また、マン

パワー不足を考えると、実際にかかる費用については精査が必要であると思います。 

 一方で、日本の将来の可能性を広げる投資として大変効果的で、必要なものであると考えら

れます。通学の支援は、障害児本人の可能性を広げ、自分らしい生活の実現につながるという

のはもちろんのこと、様々なことを犠牲にして、付き添ってきた保護者の方の負担軽減になり、

保護者の方々も仕事に打ち込み、自分らしい生活の維持や、また、ほかの兄弟姉妹がいる場合

はその兄弟姉妹へのサポートに時間を使うことにつながります。 

 また、周りの児童にとっては、障害のある子供と一緒に並ぶことによって、多様性について

理解をし、他者への思いやりの心や自分と異なる人について想像するという力を育む貴重な機
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会になり、将来的に多様な価値観を持つ世界において活躍できる人材の育成につながるのでは

ないかと思います。 

 せめて週１回でも移動支援を使って通学ができれば、今付き添っている保護者の方々は助か

ります。優先的な予算配分の検討をお願いいたします。 

 また、千葉市の予算だけで完全な体制整備は難しい場合は、国に対して具体的に要望し、予

算の確保の検討することはいかがでしょうか。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 国に対しては、大都市が参加する障害福祉に関する課長会議

を通じて、移動支援を地域生活支援事業ではなく、法定の個別給付とし、通学、通所等につい

てもサービスの対象とすることを要望しております。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。ぜひ国に対しての要望もお願いいたします。 

 では、次にインクルーシブ保育についてです。 

 医療的ケアが必要な児童も、ほかの児童とともに、保育所で集団保育を行うことが児童の成

長、発達につながると考えています。一方で、医療的ケア児の保護者がお子様を受け入れても

らえるか不安に思っているという声も聞きます。 

 そこで、本市の保育園における医療的ケア児の受け入れ状況をお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） こども未来局長。 

○こども未来局長（宍倉和美君） 喀たん吸引、経管栄養、導尿、血糖測定などの医療的ケア

を必要とする児童の入所希望があった際には、児童を安全にお預かりするため、面談や入所前

健診などを実施するほか、医師や学識経験者などで構成される千葉市障害児等保育審査指導委

員会や児童の主治医から意見を聴取し集団保育が可能であると判断される場合に、人員や設備

などの体制が整った園で受け入れを行っております。 

 なお、市内の保育園における令和５年度の受け入れ実績は、公立保育所で５人、民間保育園

で６人の合計11人でございます。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。医療的ケアが必要な児童も、集団保育が可能

な場合には、ほかの児童とともに受け入れていることは確認できました。しかし、医療的ケア

児を受け入れるに当たり、安全な保育を提供する必要もあります。 

 そこで、医療的ケア児に安全・安心な保育を提供するに当たり、どのような取組を行ってい

るか、現状と今後についてお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） こども未来局長。 

○こども未来局長（宍倉和美君） 本市では、保育園が医療的ケア児を受け入れるに当たり、

安全に保育を提供することができるよう、医療的ケア児を保育するに当たっての基本的な考え

方や留意点をまとめた医療的ケア実施ガイドラインを策定しております。 

 受け入れ園では、事前に主治医の指導を受け、知識とスキルを習得した看護師が主治医から

の説明を踏まえて個別支援プランなどを作成し、保護者の同意のもとでガイドラインや主治医

の指示書に沿って医療的ケアを実施しております。 

 また、主治医、園の嘱託医、受け入れを行う園、本市、この４者で定期的に合同会議を実施

しており、児童の状態やケアの内容、園での生活の状況などの情報を共有するとともに、主治
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医との確実な連携を図れる体制を整えております。 

 今後も、児童の安全のため、適宜ガイドラインの見直しを行うとともに、受け入れ園と主治

医、嘱託医との間の情報共有や連携の強化を図ってまいります。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。引き続き、医療的ケア児に対する安全・安心

な保育の提供をお願いいたします。 

 では、次に災害時の重度障害者の避難について、直接避難についてです。 

 まず、非常用電源確保についてお伺いします。 

 人工呼吸器を使用する障害児や医療的ケア児の避難において、個別避難計画作成のため、電

源の情報が必要であるという声があります。一般にその電源の情報を開放するということは、

人が殺到するなどのリスクが高いことは理解しておりますが、そうであれば、障害福祉事業者

等に限定して提供することはいかがでしょうか。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 個別避難計画の作成対象者は、長時間、長距離の移動が困難な

方が多く、電源が必要な医療機器等を使用している方には、身近な場所で電源を確保できるこ

とが重要なことと考えております。 

 現在、個別避難計画の作成を委託する福祉事業所等に対しては、人工呼吸器・喀たん吸引器

等を使用している方へ、非常時の電源提供が可能な施設のリストを提供するとともに、指定避

難所での電源確保状況について情報提供をしております。 

 今後は、庁内の各部署が把握する非常時に活用できる電源情報を集約し、まずは庁内で共有

するとともに、各電源の機能や使用用途などを踏まえた上で、電源情報を必要とする事業者へ

の情報提供の時期、方法、条件などを整理、検討してまいります。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。電源情報を必要とする事業者等への情報提供

の検討をされているということが分かりました。引き続き前向きに取り組んでいただくようお

願いいたします。 

 さて、令和２年度から令和４年度までの３か年、千葉市は、環境省補助金を活用して民間事

業者との連携により、公民館など市の所有施設の避難所への再生可能エネルギー等の導入事業

を行いました。非常用電源確保にとっても大変よい取組であると思います。 

 では、電源確保が必要な方の避難先となり得る拠点的福祉避難所についても、太陽光発電設

備や蓄電池等の再生可能エネルギー導入を進めることは検討可能か、市の見解をお聞かせくだ

さい。 

○議長（石川 弘君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 拠点的福祉避難所のうち、公共施設につきましては、脱炭素先行

地域事業として、設置可能な施設に対して太陽光発電設備や蓄電池の導入を進めてまいります。 

 また、民間施設の太陽光発電設備等につきましては、拠点的福祉避難所に関わらず、災害時

の電力確保の観点のほか、環境面や電気代高騰下における経済的なメリットについて周知して

まいります。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。拠点的福祉避難所のうち、公共施設について



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第７号（12月13日） 

－14－ 

は、脱炭素先行地域事業として設置可能な施設に対して太陽光発電設備や蓄電池の導入を進め

ていくとのことが分かりました。民間施設の拠点的福祉避難所についても、例えば、民間企業

の協力やクラウドファンディングなども検討し、太陽光発電設備や蓄電池の導入を進めていく

ようにお願いいたします。 

 次に、福祉避難所への直接避難についてについてです。 

 災害時の障害者の避難に当たっては、一般の避難所に行ってもスペースがなかったり、必要

な環境が整っていなかったりと、苦労されるお話を伺います。 

 スライドを御覧ください。 

 これは飯田基晴監督のドキュメンタリー映画・逃げ遅れる人々－東日本大震災と障害者にお

いて、迷惑をかけてはいけないという思いや避難所で嫌な思いをしたことで、避難所への避難

を躊躇する方や避難所に行っても横になれず、車椅子に乗ったまま過ごしていたという方のお

話が紹介されています。 

 災害時に障害者が一般の避難所に向かうのではなく、直接福祉避難所に避難したいという声

があります。国も令和３年５月に、福祉避難所の確保・運営ガイドラインを改定し、福祉避難

所への直接避難を推進しています。 

 新潟県上越市や福井県福井市は、その環境になれている施設、指定福祉避難所と事前に協議

し、個別避難計画を作成することにより、その指定福祉避難所に直接避難することも可能とさ

れていますが、千葉市は、令和４年12月１日現在、拠点的福祉避難所は、高齢者施設・障害者

施設を合わせて156か所指定されていますが、拠点的福祉避難所は、２次避難所とされており、

直接避難することはできないとされています。 

 現在、直接避難、ダイレクト避難とも言われますが、これを実施していない理由について伺

えますでしょうか。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 本市の福祉避難所は、指定避難所に開設する福祉避難室と、

あらかじめ協定を締結した高齢・障害福祉関係施設に開設する拠点的福祉避難所があります。 

 拠点的福祉避難所は、指定避難所で生活することが困難な要配慮者を支援するため、その方

の個別の状況を勘案して、受け入れ可能な施設に対して開設を要請することとしておりますが、

災害発生時には、これらの施設も被災し、開設が困難となる可能性があることから、直接避難

は認めておりません。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） 御答弁ありがとうございます。ですが、施設が被災する可能性がある

ということは、当然想定し得ることで、国も推進しており、上越市や福井市が実施している自

治体もあるということを考えると、それだけでは納得できる理由には思えません。 

 千葉市で実施が難しいという事情についてお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 上越市や福井市では、高齢者や障害者などの避難行動要支援

者を対象に作成する個別避難計画において、避難先と位置づけられている場合に、直接避難を

認めていると把握しております。 

 本市に大きな被害をもたらした令和元年台風の際のように、長期の停電や断水のほか、交通

遮断等により、施設の職員が出勤できず、通常のサービス提供も困難な状況となった場合には、
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直接避難することにより、大きな混乱が生じるおそれがあります。 

 このようなことを考慮し、受け入れが困難な施設に直接避難してしまうことによる混乱を避

けるとともに、真に必要な要配慮者の受け入れ先を確実に確保するため、災害時要配慮者の方

も、災害備蓄品や様々な情報が集まる指定避難所に避難していただくこととしております。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） 御答弁ありがとうございます。確かに、現状の福祉避難所の受け入れ

体制が不十分な今の状況で直接避難を認めると、混乱が起きるとは思います。ただ、災害時に

人工呼吸器を装着するなどの重度障害者の方など、全ての障害者が一旦一般の避難所に避難さ

れ、福祉避難所の開設を待ってから、そこから、また福祉避難所に移動するというのは、本人

に大きな負担がかかるだけではなく、周りの方々も負担となり、結果的にさらに混乱が起きる

ことが予想されます。 

 今後、体制を整備した上で直接避難を検討する可能性はありますでしょうか。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 医療的ケアが必要な方や人工呼吸器を使用している方などは、

指定避難所での避難生活や移送が困難であり、このような方に対して適切な支援が可能な避難

先に速やかに避難できるようにする必要があります。 

 現在、障害者団体や支援団体の意見なども聞きながら、個別避難計画の作成を進めていると

ころですが、その中で、避難先として拠点的福祉避難所が位置づけられ、支援者や避難方法な

どが明記された場合、直接避難を可能とする方向で準備を進めているところです。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。直接避難を検討しているとのこと、分かりま

した。ぜひ早急な対応をお願いいたします。 

 では、次に、障害福祉サービスの独自加算についてです。 

 地域生活支援拠点について、緊急一時預かりをした場合、加算額が少なく、千葉市独自の事

業として加算が検討できないかという声がありますが、いかがでしょうか。 

 例は少ないと聞きますが、緊急時に夜中に対応するなどした場合に、職員の手当がさらに必

要ではないかという声があります。御答弁、お願いいたします。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 本市の地域生活拠点は、市内の多くの事業所が機能を分担し

ながら、緊急時の一時預かりなどの障害者への支援を行っております。一時預かりをする場合、

単独の事業所での対応が困難な場合が多いことから、各区の障害者基幹相談支援センターが一

時預かりのためのコーディネートなど、事業所への支援を行い、市全体で対応する体制の構築

に努めております。 

 しかし、医療的ケアが必要な方など、緊急一時預かりの対象となる障害者の特性によっては、

受け入れ可能な事業所が少ないとの声もあることから、国の次期報酬改定の動向を注視しなが

ら、本市としての支援策を検討してまいります。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。現場で頑張っているスタッフが報われて、燃

え尽きてしまうようなことがないよう、支援策の検討をぜひお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 
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 次は、ちばし地域づくり大学校について伺いたいと思います。 

 まず、事業の概要、そして予算額を教えてください。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） ちばし地域づくり大学校は、地域の高齢者、障害者などの生

活を支える地域福祉の担い手を養成するため、従来のことぶき大学校にかわるものとして、令

和２年に開設しました。本市に在住、在勤または在学の18歳以上の方などを対象に、地域福祉

活動が未経験な方向けの入門コース、基礎コース、既に活動中の方を対象とするステップアッ

プコースからなっております。 

 今年度の予算額は、1,089万6,000円です。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。事業の概要について分かりました。また、予

算額も教えていただき、ありがとうございます。 

 さて、千葉県においては、千葉県生涯大学校があり、2013年度より地域活動の担い手養成に

力を入れています。ちばし地域づくり大学校と千葉県生涯大学校との違いについて教えてくだ

さい。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 千葉県生涯大学校は、地域活動の担い手育成というカリキュ

ラムもありますが、ちばし地域づくり大学校と異なり、55歳以上であることを受講要件として

いるほか、陶芸コースや園芸コースなどのほか、健康管理や介護予防の講義など、高齢者の生

きがい・健康・仲間づくりを中心とした内容となっております。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。千葉県生涯大学校には、年齢要件、あるいは

高齢者の生きがいづくりや仲間づくりなどを目的としたコースがあることなどで、違いがある

ということが分かりました。 

 ですが、千葉県生涯大学校の地域活動専攻科は、ちばし地域づくり大学校とコンセプトが似

ているように思います。違いとしては、受講料の有無も挙げられるのではないかと思います。 

 千葉県生涯大学校は、受講者の方より受講料１万6,400円を徴収していますが、ちばし地域

づくり大学校のほうは無料であります。無料である理由を教えていただけたらと思います。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） ちばし地域づくり大学校の目的である地域福祉活動の人材養

成は急務であり、多くの受講生を確保するため、受講料を無料としております。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。地域福祉活動の人材養成が急務であるという

ことは理解しますが、講座によって直ちに人材育成ができるかというと、必ずしもそうではな

いと思います。また、既に実践されている活動をサポートすることも、地域福祉活動の人材育

成と直結しやすいと考えられます。このちばし地域づくり大学校の予算と受講人数のバランス

を見ると、１人10万円程度の金額がかかっています。例えば、一部でも受講料をもらうという

ようなことは考えていないでしょうか。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 本事業は、地域活動の担い手や地域でのリーダーとなれるよ
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うな地域人材を育成することを目的としていることから、受講料を徴収することは考えており

ません。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。千葉市の考え方について分かりました。 

 カリキュラムが充実しているように思いますし、受講者御本人にとっても有益な講座である

と思いますので、その受講者の方に受講料をいただいても納得いただけるのではないかと思っ

て質問をさせていただきました。 

 そして、地域の担い手養成ということは、県と市の共通の課題であると思います。なので、

千葉県生涯大学校とちばし地域づくり大学校が協力できる点が多いのではないかと思いますが、

市の見解をお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 千葉県生涯大学校にも、地域活動の担い手育成というカリキ

ュラムがあることから、受講者の募集要項の配布などの協力を行っているところです。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。受講者の募集要項の配布などの協力をされて

いることが分かりました。 

 では、地域の担い手養成という部分に着目すると、将来、例えば一緒に行う、統合するよう

な余地もあるのではないかと思いますが、市の見解をお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 千葉県生涯大学校とちばし地域づくり大学校とは、事業目的

の違いから、受講対象者やカリキュラムが異なっており、統合については考えておりません。 

○議長（石川 弘君） 渡邊惟大議員。 

○11番（渡邊惟大君） ありがとうございます。千葉市がちばし地域づくり大学校と千葉県生

涯大学校が事業目的が違うという考えであることが分かりました。 

 千葉県生涯大学校の地域活動専攻科については、コンセプトが近い部分があるのではないか

と思いますので、今後、受講者同士の交流の機会などを模索できるのではないかというふうに

思います。 

 千葉県と千葉市が同じ課題に別々に取り組むのではなく、共同できる部分は共同したほう効

果が大きいと思います。また、もし重なり合う事業があるのであれば、例えば千葉県のみが事

業を実施し、それを千葉市が後押しするというような形もあり得るのではないかと思いました。

今後とも、千葉の地域づくりのために模索を続けていただければと思います。 

 以上、様々な点から質問させていただきました。検討していただけるといった部分について

は、引き続き、前向きな検討をお願いいたします。そして前進することを期待しております。 

 以上で、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 渡辺惟大議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。39番・小松﨑文嘉議員。 

〔39番・小松﨑文嘉君 登壇、拍手〕 

○39番（小松﨑文嘉君） みなさん、こんにちは。自民党千葉市議会議員団の小松﨑文嘉でご

ざいます。 

 先日は、代表質問で、同期の盛田議員がイスラエル、パレスチナのガザ地区についてですね、
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非常によくないことだということで、いい御意見を申し上げておられました。戦争あるいは侵

攻というのは、いろんな状況で起きて、どっちがいい・悪いというのは、だんだんなくなって

くるんですけど、いずれにせよ、こういう世界で戦争が起きたり、特に侵攻が起きるとですね、

ろくなことはありません。景気も悪くなるし、非常によくない状況だと思います。同じくロシ

アもですね、我々もしっかりと、やめていただくようにやっていかなければならないと思いま

す。なお、また、共産党さんにおかれましては、その守るためにも、自衛隊について御理解を

進めていただければ幸いだと思います。 

 それでは、早速ではございますが、一般質問に入らせていただきたいと思います。 

 公共交通について質問を指せていただきたいと思います。 

 路線バスの減便が進んでいるのは、主に３つの原因が考えられます。運転手不足、そして利

用者減少、そしてコロナ禍の影響というものがございます。 

 運転手の不足というのは、2022年、去年の時点で言うと、運転手の方は53歳ぐらいが平均だ

そうです。ちょうど、私が今53歳なんですけど。年齢が高いか若いかというのは、いろいろな

問題があるかと思いますけれども、だんだん担い手がいなくなってくる。そして、長時間勤務

で賃金が安い。こういったことも問題としてはございます。 

 その上でですね、さらに次の４月からは、働き方改革によりまして、措置が切れることによ

りまして、さらに運転手の方の賃金が安くなるという問題がございます。 

 そして、利用者減少。コロナとか、いろいろな、遠いところから通われる方は、朝晩やっぱ

り出かけなくなる。そういったことによってバスの利用者が減ってしまう。そういったところ

が減便の対象になってしまったり、また、コロナ禍ではテレワークの進行によりまして、だん

だん、働かれる方がいなくなってきました。 

 また、コロナ禍といっても、５月からは２類から５類に落ちておりますので、ぜひ皆さん、

出かけていただいてというのを言っても、出かけないですよね。うちの近所の高齢者の方も、

本当にグラウンドゴルフとか、カラオケをやっていた方は元気なんですが、だけど、家にこも

ってテレビばかり見ていた方は、やはり元気ではない。これについて考えなければならないと

ところです。 

 これらの要因により、路線バスが減便、廃止されたことが推定されます。今後も、運転手不

足などの問題が解決されない限り、路線バスの減便はさらに進むと考えられます。 

 そこで、２つの問題が懸念されます。交通弱者の移動手段の減少、そして地域の活性化の阻

害。路線バスは高齢者や交通弱者などの重要な移動手段でございます。 

 私の父親もですね、父母とも88歳、間もなく89歳になるんですけれども、出かけようがない

んですよね。私の家は、今、自分の済んでいるのは山王町なんですけど、両親は長沼原町で、

非常に不便なところに住んでいるんですけど、これ、バスがなくなったら、どうしようかなと。

今は何か、千葉脳神経外科という病院のバスがあるので、そちらに乗せさせていただいたり、

今は自分の車を運転しているんですけど、車はもう母親は運転できません。そうなってくると、

うちの父親もあと数年すると、運転できなくなるので、どうやって移動するか、そういうこと

を非常に考えております。 

 デマンドタクシーとかの話もあるそうですが、地域の活性化の阻害、そうすることによって

特に出かける方が減ってしまいますよね。そして路線バスが減便されると、先ほど言ったよう

に地域が活力がなくなるということになります。 
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 そこで、伺わせていただきます。 

 他都市で、路線バスの減便があるが、どう捉えているか。現状の運転手さんの人員数で４月

以降の措置介助に伴い、働き方改革によって減便は避けられないという声も多いが、いわゆる

労働環境改善によるバス運転手不足の全国的な傾向と市内バス事業者の減便等が予想される事

業者の状況はどうなっていますか。 

 数年前に、私は常任委員会とかで、我孫子市のあき席ボランティアバスを委員会視察で行っ

てきました。社会福祉施設が送迎車両を使って、地域高齢者の買い物を支援する等の話があり

ましたが、今はどうなっているか。 

 また、路線バス支援策については、特に市営バスを持っていない政令市はどのようになって

いるか、お聞かせいただきたいと思います。 

 そして、次が冠水対策についてお伺いしたいと思います。 

 平成22年の水害は、台風やゲリラ豪雨、平成25年と令和５年、今年の台風に伴う瞬間最大的

集中豪雨となり、市内や稲毛区内に甚大な冠水被害をもたらしました。これは記憶に新しいと

ころでありますけれども、これは幾ら対策をとっても、いろんなことが起きてきます。でも、

できることというのは、やっぱりやらなければならないので、これについてお伺いしたいと思

います。 

 平成25年の台風26号及び本年９月の台風13号の稲毛区における降雨状況と被害件数について

お伺いしたいと思います。 

 次に、稲毛小学校付近の草野水のみち周辺における浸水対策の進捗状況と今後の予定はどう

なっているか、お伺いしたいと思います。 

 以上で、１回目の質問を終わらせていただきまして、この後は質疑の席におきまして行いた

いと思いますので、よろしくお願いします。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 公共交通についてのうち、所管についてお答えいたします。 

 まず、他都市で路線バスの減便が生じていることへの認識についてでございますが、民間調

査機関が先月に発表いたしました全国の民営バス事業者127社を対象に実施した調査結果によ

りますと、約８割の路線バス会社が本年中に減便、廃止を実施するとされており、深刻な問題

であると捉えております。 

 本市におきましても、運転手不足や移動需要の低迷、燃料費の高騰などにより、路線バス事

業者は非常に厳しい経営環境に置かれておりますことは承知いたしており、路線バスが市民の

移動を支える社会インフラであることから、都市として対応する必要がある重要な課題である

と認識をいたしております。 

 次に、労働環境改善による全国的な傾向と減便等を予定している市内のバス事業者の状況に

ついてでございますが、公益社団法人日本バス協会によりますと、現在、全国で約１万人の運

転手が不足をいたしており、今後、高齢化や運転手の労働環境改善、いわゆる2024年問題への

対応などを背景といたしまして、担い手不足が続き、2030年度には約３万6,000人が不足する

見通しとのことであり、路線の減便、廃止の拡大が危惧されているところでございます。 

 市内の路線バス事業者10社におきましても、本年１月以降、全社で減便等のダイヤ改正が実

施されておりますが、今後の減便を含むダイヤ改正についての情報提供を依頼いたしましたと

ころ、現時点、少なくとも３社から何らかの形での減便を予定しているとの回答を得ておりま
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す。 

 最後に、市営バスを運行していない政令市の路線バス支援策についてでございますが、対象

となります13の政令市のうち、路線維持のための運行欠損額等補助を実施しているのは、11市

となります。 

 市によりまして、面積や人口の分布状況等が異なりますことから、予算規模は大きく異なり

ますが、本市と市街化区域面積などが比較的近い堺市の場合には、運行欠損額に対する補助の

み実施いたしており、今年度の予算額は、約１億4,000万円となっております。 

 現在、各路線バス事業者と路線バスの維持及び支援等をテーマに意見交換を行っているとこ

ろであり、地域の暮らしを支える交通サービスの実現に必要不可欠な路線バスの維持、確保に

つながる取組について、検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 公共交通についてのうち、所管についてお答えします。 

 社会福祉施設の送迎車両を使った地域の高齢者の買い物支援についてですが、現在、市内９

か所の福祉施設が地域貢献の１つとして送迎用車両を活用した買い物支援を行っておりますが、

このほか、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、現在、運行を休止している施設が６か所

あります。今後、感染状況などを見ながら、運営法人等に対して再開を要請してまいります。 

 支援策につきましては、買い物バスの運行に要する経費のうち、ボランティア保健の保険料

や買い物バッグ代などについて、市社会福祉協議会が負担しているほか、買い物支援を希望す

る地域と社会福祉法人の調整やマッチングなどを行っております。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 冠水対策についてのうち、所管についてお答えします。 

 まず、稲毛区における降雨状況ですが、雨量観測地点である稲毛区役所の降雨データでは、

平成25年10月の台風26号では、１時間当たりの最大雨量が53.5ミリメートル、降雨継続時間が

約20時間、総雨量は274ミリメートルでした。また、本年９月の台風13号では、１時間当たり

の最大降雨量が50ミリメートル、降雨継続時間が約12時間、総雨量は214.5ミリメートルと記

録されております。 

 最後に、稲毛区における被害件数ですが、平成25年台風26号では、床上・床下浸水被害が合

わせて98件、本年の台風13号では11件となっております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 冠水対策についてのうち、所管についてお答えします。 

 稲毛小学校付近の草野水のみち周辺における浸水対策の進捗状況と今後の予定についてです

が、稲毛小学校を含む草野排水区は、地下水が高い地区であり、住宅が密集し狭隘な道路状況

から、施工可能な工法などを検討する委託業務を実施しており、来年３月末の完了予定として

おります。 

 なお、当該排水区が潮位の影響を受けることから、確実に浸水対策の効果を発現させるため、

現在実施している委託業務の成果を踏まえ、水の流れを検証する水理実験を行う予定としてお

ります。 

 以上でございます。 
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○議長（石川 弘君） 小松﨑文嘉議員。 

○39番（小松﨑文嘉君） 路線バスの減便を防ぐには、運転手不足の解消や利用者の拡大が重

要です。また、一般的に言われておりますけれども、運転手不足の解消には、待遇の改善、自

動運転バスの導入などの取組が必要となります。 

 ここからは、私の意見となりますけれども、利用者の拡大には、路線バスの利便性の向上、

周知啓発などの取組のほかにですね、減便を補うためには、他会派も要望しているデマンドタ

クシーですかね、デマンド交通とかも導入する検討をする必要があるとは思います。ただです

ね、費用対効果、運転手不足、特に運転手不足というのはどこでも一緒なんですね。 

 そういうことを考えると、事業者との調整で、私はライドシェアを含めて、なかなか難しか

ったり、救える人数が少ないんではないかなと思うんですね。であれば、もちろん、そちらも

続けていただくんですが、特にあとは自己批判ともなりますが、交通不便地域にコミュニティ

ーバスを通したらいいということで、実は、事業者にはもう金額的には全部協力をいただいて

走れるところまで行ったんですけれども、四街道市さんがちょっとルート上はどうしても学校

があって危ないということで、ちょっとやめてしまったんで、私、今、ちょっとそれは難しい

ですと。なぜかというと、そのことだけは解決できていたとしても、恐らく運転手不足で、今、

交通不便地域でバスを無理やりに走らせるところじゃないところにですね、走らせるのは難し

いと思うんですよね。 

 そこで、仮に、そのときに走れていても、今コロナ禍で乗る人が少なかったら大変なことに

なったなと。あとは、もう１個、私、以前こちらで市会議員だった川村さん、今は県議になら

れていますけど、一緒に高速バスをやったんですけれども、高速バスも大分減便になってしま

いましたね。こちらも非常に、何ていうんですか、コロナ禍の原因もあり、難しいところがあ

ったと思います。 

 即効性ある対策としては、財源的にバス事業者を支援することだと思います。本市では、国

から交付された１億数千万円を運転手育成やバス路線に対する補助として充てていました。こ

れは非常に、何もしなかったということにはならなくて、いいと思います。 

 市営バスを持たない本市は、これらのうち、運転手の不足による減便は仕方ないにしても、

財源的にお客さんが乗らないからやめようという、これを防ぐためにはですね、今の時点では、

減便を減らすためには、そういった財源的な補助を事業者にすべきだと思います。新しい路線

をつくるよりは、よっぽどそのほうが手間もかからないし、守ることができる。 

 一方で、買い物支援を社協で行っている。私も、今、地区社協の代表者をしていますけれど

も、残念ながらですね、老人ホームさんのほうで、今、コロナ対策ということがあって、なか

なか、今運休しているんですけれども、保険代上昇分、これは一般的に、施設に入居されてい

る方、あるいは利用者についての保険というのは、例えば10万円だったら10万円。ところが関

係ない人まで乗せると13万円になったりとかするんですね。その上昇分や余計に燃料代を使う

ので、それらを補助してもらって、交通不便地域かつ民間バス事業者が了解をしたところ、つ

まり、この地区にはもう走らせるつもりはありませんといったようなところに、増額支援をし

て、これらの支援の中では、人件費というのは使えない。あるいは燃料には使えないなんてい

うのがあるそうです。ちょっと我孫子市なんかは、グレーなところもあるけれども、総合的な

支援という形でやっているそうですが、こういったところについては、事業者がやらない、ラ

イドシェアよりは随分敷居が低いと思います。これらについてやっていただきたい。私も要望
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していきたいと思いますし、市のほうからもですね、そういうことをやってもいいなと思うん

だったらば、国のほうに規制緩和を求めていくべきだなと思います。 

 また、私のこれも意見でありますけれども、バスの車両自体も不足しているようです。コロ

ナの最中ですね、ほんとにコロナ禍と、私が区切るのは５類になった日までの話ですけど、そ

こまでで言えば、私の家の近くには観光バスがずらっと並んでですね、バスなんか余っている

じゃないかと思っていたら、今となってはバスが不足しているそうです。 

 先ほど、近隣の市では、市営バスを持たないところで、１億数千万、やはり出されていると

ころもあれば、札幌市さんのように十何億出している。うちの市が十何億出すというのは、ち

ょっと札幌市と面積がまた違いますので、今あるような、先ほどの減便をしないための財源的

なものということで、今の１億数千万からやっぱり、規模で言ったら３億円とか５億円ぐらい

は出しても、やり過ぎじゃないかとか、ばらまきでも何でもないと思います。目的があるもの

であればいいんじゃないかなと。一律で目的のないばらまきをするよりは、目的が明確で効果

があって、そして、あくまで減便を避けるためのものですので、例えば２年から３年とか年限

を決めて、あとは事業者がその猶予の間に、対策を千葉市とともに考えていくべきだと考えま

す。 

 地域コミュニティと一緒で、廃止されたら戻すことは、ほぼ不可能で、免許も取らなきゃい

けないし、すごい面倒くさいんですね。そういうことを考えると、外出しない高齢者の健康は

損なわれ、民生費の増大に千葉市としてはつながるんじゃないでしょうか。そうした対策をと

れば、千葉市が何ら対策を講じなかった、そして減便になってしまった、このあとの４月や５

月になって、不作為を感じる市民も減ると思います。市民から、減便に対して千葉市は何もし

なかったと言われないよう、できる対策を取れるように要望させていただきたいと思います。 

 そして、次に、冠水対策についての２回目の質問というか、要望を言わせていただきたいと

思います。 

 床上・床下のうち、長沼町の３件は同じ水系であると考えられます。これらにつきましては、

同じ原因でございますので、今は暗渠になっていたり表に出ているところがあるので、これら

を改良すれば緩和できるので、これらについてはしっかり対応してもらいたいなと思います。 

 また、これ、財源的にも難しいところはあるんですけれども、私は郊外のほうが雨水と汚水

が合流しているところが多いのかなと思ったら、意外にも、稲毛区内で言うと、稲毛駅前や西

千葉駅前ではですね、雨水と汚水が合流しており、雨が降って冠水した後はですね、においが

残るんですね。こういったこともありまして、私、先日、小仲台３丁目、ここもバスが通ると

ころなんですけど、全部直すとなるとものすごい大変なんですが、60ミリの雨と50ミリの雨と

40ミリの雨とでは全然違いますが、思いっきり降ってしまった場合はもうしようがないにして

も、50ミリ、60ミリぐらいだったらば、配水管の接続を一部改良すると、においが出てくるよ

うなケースというのが半分ぐらいになるのかなと思いましたので、要望いたしますので、これ

らについてしっかり対応していただきたい。 

 また、前回お話をしましたバス路線であるところのスポーツセンター脇の道路は、ぜひ対策

していただきたい。 

 また、質問にもありましたけれども、草野水路の稲毛小脇のですね、計画、これは間もなく

案が挙がってくるということですので、策定した後には速やかに実施をしていただきたい。 

 また、床上浸水で報告が上がっておりませんでしたけれども、山王町や小深町の中ではです
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ね、勾配のせいで水の流れが１つになっていない。ふつう、水というのは高いところから低い

ところに流れるんですが、こういう、戻ってこっちに流れるみたいなところが結構あるんです

ね。そういうところはですね、できれば勾配を１つの方向に持っていって緩和していただくよ

うなことも検討していただきたいと思います。 

 また、このほかにもですね、道路冠水をして、やはり全部冠水を対策するとなると、ものす

ごいお金もかかりますし、手間もかかりますし、時間もかかります。ですから、今の状況では、

ここは通れませんと言うのをですね、土木事務所の方が一生懸命やっていただいているんです

けど、それも規制緩和をして、市が委託した方には通れませんという看板については、なるべ

く早めにやって、そういう通行ができないことによる困った方をですね、減らしていく。そう

いったことも必要だと思っております。 

 以上２点をお伺いして、様々な要望をさせていただきました。なるべくですね、冠水という

のは、非常になかなか、先が長いし、前からある問題ですけれども、交通問題というのは、特

にこの規制緩和によって、起きてくる問題でございますので、早急の対応をお願いいたしまし

て、私の質疑とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 小松﨑文嘉議員の一般質問を終わります。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午 前 11 時 31 分 休 憩 

────────────────────────── 

午 後 １ 時 ０ 分 開 議 

○副議長（麻生紀雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。30番・田畑直子議員。 

〔30番・田畑直子君 登壇、拍手〕 

○30番（田畑直子君） 立憲民主・無所属千葉市議会議員団の田畑直子です。 

 通告により、一般質問を行います。 

 まず初めに、地域共生における福祉の支援体制について伺います。 

 国では、地域共生社会の実現に向けて、社会福祉法の改正により、これまで培ってきた専門

性や政策資源を生かし、創意工夫が生まれやすい環境を整備するため、令和３年４月から、重

層的支援体制整備事業を任意事業として始めました。以下「重層的支援」とします。 

 重層的支援は、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実

施するもので、複雑化、困難化している市民の抱える福祉課題を解決するため、既存の機関や

資源が連携して実施することが求められています。 

 今年度、仙台、岡山、柏、松戸、船橋、市川市など、189の自治体で実施され、移行の準備

は、本市のほか、さいたま、福岡、北九州、浜松、静岡市など、280の自治体で進んでいます。 

 本市では、属性を問わない相談支援として、ワンストップ機能を持つ福祉まるごとサポート

センターが10月に開所されたところであり、重層的支援の要であると考えます。 

 そこで伺います。 

 １点目に、福祉まるごとサポートセンターを社会福祉協議会と市の混合形式による運営とし、

市内１か所の設置とした理由。 

 ２点目に、福祉まるごとサポートセンターの相談・活動状況についてお聞かせください。 

 次に、連携体制についてお聞きします。 
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 まず、コミュニティソーシャルワーカーとの連携についてです。 

 重層的支援には、アウトリーチ事業があり、本市では、来年度から実施予定と承知していま

す。アウトリーチは、生活自立・仕事相談センター、子どもナビゲーターなどが実施していま

すが、分野横断的なアウトリーチ機能を担っているのが社会福祉協議会によるコミュニティソ

ーシャルワーカーです。コミュニティソーシャルワーカーは、各区２名、計12名が配置され、

複雑な問題を抱える世帯や制度の狭間に陥っている世帯などに対し、関係機関と連携のもと、

支援するほか、地域資源の発掘なども担っています。 

 重層的支援におけるアウトリーチ事業と目的や活動が類似していることから、コミュニティ

ソーシャルワーカーの実績を生かし、連携していく必要があると考えます。コミュニティソー

シャルワーカーの課題として、地域住民や関係機関へさらなる周知が必要なことが挙げられ、

福祉まるごとサポートセンターとの連携により、認知度を高める機会となること、関係機関等

との連携体制の強化が期待されます。 

 そこで、各区社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーとの連携について伺います。 

 ２点目に、複雑・困難化する相談への対応力を強化するためには、庁内関係部署はもとより、

民間や地域団体等との連携も必要になると考えます。そこで、福祉まるごとサポートセンター

における庁内外連携の体制について伺います。 

 次に、今後の方向性についてです。 

 重層的支援を一体的に進めるため、参加支援事業と地域づくり事業を展開する必要がありま

す。参加支援事業では、既存の社会資源の拡充や新たな社会資源開拓のコーディネートを行う

ほか、本人と支援メニューとのマッチングを行い、その後のフォローアップ等も実施し、地域

づくり支援事業では、世代や属性を超えて交流できる居場所の整備や交流、参加、学びの機会

を創出するためのコーディネート、地域のプラットフォームの形成などを実施することとなっ

ています。 

 そこで伺います。 

 参加支援事業と地域づくり支援事業をどのように展開していこうと考えているのか。 

 最後に、各事業が一体的に展開し、地域の共生を進めていくためには、従来連携してきた福

祉の専門機関以外にも、他分野との連携強化が必要と考えます。例えば、住居の確保が困難な

人、引きこもり、困難を抱える若者や子育て世代への支援を実施している庁内部署をはじめ、

地域との連携も不可欠となることから、市民自治や区役所にも及ぶと考えます。 

 そこで、重層的支援を展開していくに当たり、庁内における連携体制はどのように取り組ん

でいくのか、伺います。 

 次に、女性の健康支援について伺います。 

 今回は、働く世代への支援に絞り、お聞きします。 

 女性は、生殖機能による月経や閉経に伴うホルモンバランスの変化による更年期など、心身

に及ぶ影響が長期または急激な時期があるなど、特有の健康課題を抱えています。一方で、家

庭や仕事などの多忙化等を理由に、がん検診受診率は男性よりも低い傾向であるなど、健康意

識が高いとは言いがたい状況です。 

 生理前の不調を指すＰＭＳや生理、更年期などによる悩みや体調不良について、以前は、女

性同士でも個人差があるため、理解されにくく、職場に体調不良を申し出ることもはばかられ

るだけでなく、話題に上ることさえほとんどなく、個人の問題として１人で抱えることも多い
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状況でしたが、最近は、社会的にも認知が進み始めています。 

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツについても、提唱される場面が増えています。リプロダ

クティブ・ヘルス／ライツとは、性や妊娠、出産など、生殖に関わる全てにおいて、病気がな

いだけではなく、身体的、精神的、社会的に良好な状態のことで、医療、教育、福祉、市民社

会が連携し、横断的に協力して進めていくことが求められています。 

 国の男女共同参画計画においても、生涯を通じた健康支援や仕事との両立環境の整備が掲げ

られており、生涯を通じた健康の管理、保持、増進のための健康教育や相談支援等の充実、成

人期等における女性の健康づくり支援に取り組むとされ、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

を進めています。 

 さらには、政府による女性の骨太方針2023の中でも、女性が尊厳と誇りを持って生きられる

社会の実現に向け、生涯にわたる健康への支援として、事業主健診の充実、フェムテックの利

活用、生理休暇制度の普及促進に取り組むとされています。 

 また、厚生労働省では、更年期に関する調査を実施しています。調査結果では、更年期障害

の可能性があると考えている人の割合は、40代で約30％、50代で約40％、更年期症状を自覚し

ても、医療機関を受診していない人は約８割から９割に上り、更年期に関する知識への理解を

している人は、40代では約４割、50代以降では約５割だったとのことです。 

 このような状況であることから、女性特有の健康課題について、自治体においても様々な角

度から支援をする必要があると考えます。まずは、知識の普及や啓発、健康教育を中心とした

施策について伺います。 

 相談窓口や医療機関に行くことは、心理的にも負担が大きく、躊躇する傾向があることから、

健康知識を習得し、課題意識を持ち、相談窓口や医療機関へつなげる必要があります。 

 そこで、１点目に、保健福祉局における普及啓発や健康教育の状況について。 

 ２点目に、男女共同参画課では、働く女性の健康支援について、どのように施策展開されて

いるのか、伺います。 

 次に、働く女性への支援です。 

 厚生労働省が公表した働く女性の実情によると、令和４年における労働力人口に占める女性

の割合は約45％と、半数近くになっています。経済産業省で毎年実施している健康経営度調査

では、企業向けに健康経営優良法人の認定も実施しており、調査では、女性特有の健康課題に

関する項目として、健康専門の相談窓口の設置の有無、生理休暇を取得しやすい環境整備、不

妊治療に対する通院時の特別休暇付与等の支援、更年期症状等の改善に向けた支援、婦人科健

診の受診就業時間認定や特別休暇の付与などが問われているほか、事業主健診に月経困難症、

更年期症状等の助成に関する項目を追加することが検討されており、職場環境の向上を促され

ています。 

 また、経済産業省が2019年に公表した「健康経営における女性の健康の取り組みについて」

によると、生理に関する労働損失は4,911億円にも及ぶとのことです。さらに、厚生労働省に

おける生理休暇の取得に関する資料によると、女性労働者のうち、令和２年度中に生理休暇を

請求した者の割合は0.9％、女性労働者がいる事業所のうち、生理休暇の請求者がいた事業所

の割合は3.3％となっており、生理休暇を利用しにくい要因として、男性上司に申請しにくい

が約62％、利用している人が少ないので申請しにくいが約50％となっています。ほかにも、こ

の調査をした日経ＢＰの結果報告によると、生理休暇のかわりに、約２割の人は有給休暇を利
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用している、休暇を利用しない理由には、休んで迷惑をかけたくないなど、周りへの遠慮も影

響していることが分かりました。このように、職場の理解や環境が十分に整っているとは言い

がたいため、さらなる推進が必要と考えます。 

 そこで、まずは、市職員への対応を確認します。市職員の職場環境向上は、女性職員の比率

が高い組織の生産性向上につながるだけではなく、市内事業者への影響も大きいことから、推

進が必要と考えます。 

 そこで、女性職員への健康支援の状況を伺います。 

 次に、市内事業者においても、推進が必要と考えます。女性活躍推進法に基づく優良企業を

認定するえるぼし認定は、市内１万6,000事業者のうち24社のみであり、ほとんどが大企業で

す。生産世代の減少が懸念される中、中小企業においても、女性の人材確保や健康経営の観点

からも、職場環境を向上させることが必要と考えます。 

 また、フェムテックの取組も進んでいます。フェムテックとは、生理、妊娠、不妊治療、更

年期のサポート、ヘルスケア相談等のサービス提供などを民間の新たな開発等で進めるもので、

自治体、地域医療との連携も期待されています。 

 経済産業省の試算によると、フェムテックサービスの普及、活用により、更年期に関する知

識が広まり、治療等の適切な対応をとってこなかった女性が60％から30％まで低下し、仕事と

の両立が実現できず、退職、勤務形態を変更する女性が半減すると仮定した場合、正規職員比

率が0.8％増、女性管理職比率も0.7％増になると推測しており、フェムテック等サポートサー

ビス実証事業による支援を行っています。日経新聞によると、2019年以降の自治体によるフェ

ムテックの取組は、住民サービス、職員への福利厚生、企業の支援など、80に上るとのことで

す。 

 そこでお伺いします。 

 事業者の人材確保のため、女性の健康支援を進めていくことへの認識と取組状況、また、経

済産業省が進めるフェムテックへの取組について、本市の見解を伺います。 

 次に、検診や相談体制についてです。 

 令和元年の一般質問において、がん検診受診率向上に向けた取組をお聞きし、本市の受診率

は、国の目標値には達しておらず、男性と比較して女性のほうが低い傾向でした。また、５大

がんでは、子宮頸がんの検診率が最も低く、政令市の比較でも上位ではなかったと承知してい

ます。 

 女性の健康相談の現状についても、昨年度の第２回定例会でお聞きしたところです。月経や

ホルモンバランスなども影響する女性特有のがんの早期発見には検診が重要です。また、他の

検診でも、国で検査項目の追加が検討されているほか、民間企業では、婦人科検診等に助成を

行うところも出てきています。 

 現在、検診項目に定められている骨粗しょう症は、出産や閉経前後は特に影響が出るとされ

ています。更年期などの健康管理においても重要なため、自治体によっては、対象年齢や助成

額を国基準より充実させています。本市の助成制度は、国の基準に則した対象年齢となってい

ることから、拡充を検討する必要があると考えます。さらに、予約制で各区保健福祉センター

で実施している助産師さんによる女性相談は、貴重な機会のため大いに市民の方々に活用して

いただきたいと思います。 

 そこで、乳がん、子宮頸がん検診受診率とともに、骨粗しょう症検診の受診率とその評価及
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び助産師による女性のための健康相談の状況について伺います。 

 次に、プレコンセプションケアの取組についてです。 

 プレコンセプションケアとは、男女を問わず、出産、妊娠に関する正しい知識の普及を図る

ことを指します。昨年の第２回定例会において、不妊等の相談支援体制や不妊治療が保険適用

になったことに伴い、保険適用外である不妊検査事業の独自の助成制度導入について質問した

ので、進捗をお聞きします。 

 令和４年度から成育基本方針に基づき、不妊相談や予期せぬ妊娠等の対応も含め、ライフス

テージに応じた健康管理を促すことを目的とした性と健康の相談センター事業が創設され、女

性健康支援センター事業と不妊専門相談センター事業が統合されたと承知しています。 

 助産師さんによる女性の健康相談の重要性もさることながら、不妊専門相談においては、不

妊は心身の負担も大きく、特有の悩みや治療を抱えることから、専門性を保ち、独立した相談

体制が効果的であると考えるため、悩みに応じた相談体制を維持されるのか、気になるところ

です。 

 そこで、本市における女性相談と不妊専門相談センターの今後の展開について伺います。 

 最後に、不妊検査助成事業について、現在の検討状況をお聞かせください。 

 最後に、児童福祉法改正への対応について伺います。 

 児童福祉法が令和４年６月に改正され、来年４月から施行されます。今回の改正では、社会

的養護が必要な児童への対応強化が多く含まれており、そのうち幾つかの事業について伺いま

す。 

 まず、子育て世帯に対する包括的な支援のための支援強化及び事業の拡充として掲げられて

いる子ども家庭センター設置についてです。国では、児童虐待の増加などにより、要支援、要

保護児童は、約23万人にも及んでいることを背景に、母子保健機能を持つ子育て世代包括支援

センター、本市でいう母子健康包括支援センター、以下「母子支援センター」とします。と、

児童福祉機能を持つ子ども家庭総合支援拠点、以下「総合支援拠点」とします。この両機関の

職員配置や連携が十分ではない状況等を解消するため、一体化し、子ども家庭センターを設置

することを努力義務としました。 

 本市では、対象となる要支援・要保護児童、特定妊婦は、毎年900人前後把握されており、

母子支援センターは、全区で展開済み、総合支援拠点については、中央区、花見川区、稲毛区

に設置され、来年度には、若葉区、緑区、美浜区に設置予定と承知しています。総合支援拠点

については、先日の我が会派の代表質問でも取組状況を伺ったところです。 

 他政令市は、総合支援拠点を全区配置済みのところも多いため、一体化するかどうか、既に

判断済みのところもありますが、本市では、両機関とも全区で展開し、効果と課題を検証され

た上で、今後の体制を検討することと思います。 

 そこで、現時点の状況を確認します。 

 子ども家庭総合支援拠点と母子健康包括支援センターとの連携状況について伺います。 

 次に、個別家庭への支援体制の充実についてです。 

 要支援、要保護児童及びその保護者、特定妊婦、支援を要するヤングケアラーなどを対象と

した訪問による家事支援、養育環境等の課題を抱える学齢期の児童等を対象とした生活の場等

になる居場所づくりの支援、ペアレントトレーニング等による親子関係の形成の支援を新たに

実施していくことが示されました。これら事業のうち、訪問による家事支援については、今ま
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でも必要性を求めてまいりました。 

 困難を抱える子への支援には、保護者や家庭環境の状況把握や支援も必要となりますが、保

護者が支援を拒むケースもあると聞きます。ヤングケアラーにおいても、家事負担が学習時間

の確保など日常生活に影響しているため、家事支援をきっかけとして、世帯への関わりを持つ

ことが必要です。 

 昨年、教育未来委員会で視察した神戸市では、発見初期に必要な支援につなげるまでの期間、

生活の立て直しのきっかけとして、訪問による家事支援を実施していました。 

 そこで、本市における訪問による家事支援について、市の見解をお聞かせください。 

 次に、社会的養護経験者に対する自立支援の強化についてです。 

 社会的養護経験者や虐待経験がありながらも、公的支援につながらなかった者等の孤立を防

ぎ、必要な支援につなぐ社会的養護自立支援事業、いわゆるアフターケアについて伺います。 

 施設退所後や里親家庭における措置解除後の若者は、生活や経済の基盤が安定せず、就労や

学業への定着率も低い状況です。本市においては、毎年約15人から25人程度、施設退所をする

若者が存在します。 

 法改正により、児童養護施設や自立援助ホーム等への入所年齢の上限が撤廃され、必要に応

じて22歳以降も入所し続けることが可能となるほか、相談、助言や居住支援、生活支援、関係

機関との連携など、自立に向けた支援や当事者同士の交流も行うことのできる拠点を開設し、

支援体制を拡充することとしています。現状は、千葉県と共同で民間団体に委託し、取り組ま

れていると承知しています。 

 そこで、社会的養護経験者に対するアフターケアの現状と今後について伺います。 

 最後に、児童相談所における権利擁護についてです。 

 そのうち意見表明については、令和３年の第４回代表質問でも必要性を問いました。法改正

では、意見表明等支援事業として、子どもの権利擁護機関の整備を行い、意見表明等支援員の

もと進めることが努力義務化されました。 

 本市では、現在、（仮称）こども基本条例を策定中であることから、子どもの権利や意見表

明の推進を期待するところです。 

 そこで伺います。 

 児童相談所における権利擁護の取組状況について。 

 以上で、１回目の質問を終わります。御答弁、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 初めに、地域共生における福祉の支援体制についてお答えし

ます。 

 まず、福祉まるごとサポートセンターについて、市社会福祉協議会との混合形式による運営

と１か所設置の理由についてですが、福祉まるごとサポートセンターは、分野をまたぐ複合的

な課題を抱えるケースや制度の狭間にあるケースなど、福祉に関する様々な相談に対応いたし

ます。そのため、民間事業者の専門性を生かした柔軟で臨機応変な対応と本市職員による庁内

関係部署との調整が必要であることから、市社会福祉協議会との混合形式による運営としたも

のです。 

 また、センター職員のスキルや支援ノウハウを集約し、様々な相談支援機関と顔の見える関

係を築くことができるよう、市内１か所の設置としたところです。 
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 次に、福祉まるごとサポートセンターの相談・活動状況についてですが、開設後２か月で、

御本人や御家族のほか、専門の相談支援機関などから延べ487件の相談が寄せられております。 

 福祉の分野だけでなく、医療へのつなぎが必要な相談や独居の方の住まいに関する相談も寄

せられており、専門の相談支援機関などと連携、協力しながら支援を行っております。 

 相談者からは、時間をかけて親身に話を聞いてもらい安心したとの声もいただいており、引

き続き、相談支援機関などとの連携を図るとともに、相談者に寄り添った支援に努めてまいり

ます。 

 次に、コミュニティソーシャルワーカーとの連携についてですが、地域において活動するコ

ミュニティソーシャルワーカーとの連携は重要と考えており、定期的な会議などを通じて、地

域資源の情報やネットワーク、活動に関するノウハウなどを共有し、お互いの取組に生かして

まいります。また、お互いの活動を通じて社会的に孤立している方などの情報を共有し、必要

な支援につなげるなど、様々な形で連携してまいります。 

 次に、庁内外の連携体制についてですが、これまでは、複数の機関が関わって支援を行うよ

うな場合、連携の中心となり進捗管理などを行う機関が明確でないことが課題の１つでした。

そこで、福祉まるごとサポートセンターが関係機関のハブの役割を担うべく、分野ごとの専門

の相談支援機関や各区保健福祉センターなど、支援に関わる方たちとの顔の見える関係づくり

を行っております。 

 今後、庁内外の関係者と情報を共有し、役割を分担しながら、地域の企業や住民も含めた連

携体制の構築を進めてまいります。 

 次に、参加支援事業と地域づくり支援事業の今後の展開についてですが、まずは、福祉まる

ごとサポートセンターで複合的な御相談を受けとめる中で、既存の枠組みでは対応困難な支援

ニーズを整理してまいります。そして、その情報をもとに、課題を抱える方を社会参加につな

げていく参加支援事業と住民など多様な主体による地域活動を広げていくための地域づくり支

援事業について、庁内関係課、庁外の相談支援機関や地域で活動する団体などとの意見交換を

行いながら、令和８年度からの重層的支援体制整備事業の全てのメニューの実施に向けて検討

してまいります。 

 次に、重層的支援体制整備事業の実施に当たっての庁内の連携体制についてですが、庁内に

は、部局横断的に幅広く議論を行う地域共生社会推進事業部がありますが、福祉まるごとサポ

ートセンターの立ち上げに当たっては、この会議において議論を重ねてまいりました。今後の

参加支援や地域づくり支援の体制の構築に向けても、この会議を活用し、保健福祉分野だけで

なく、市民自治、区役所、こども、環境、住宅、教育などの関係課と連携し取り組んでまいり

ます。 

 次に、女性の健康支援についてのうち、所管についてお答えします。 

 まず、保健福祉局における普及啓発や健康教育についてですが、女性の健康に関する情報や

相談窓口の情報をまとめて、市ホームページに掲載するとともに、区健康課においては、検診

などの機会を捉えて、女性のための健康ガイドや乳がんの早期発見のためのブレスト・アウェ

アネス、女性ホルモンの変化による骨粗しょう症に関するリーフレットなどを配布しておりま

す。このほか、婦人科医による更年期に関する講演会などを開催しております。 

 次に、乳がん検診などの受診率とその評価、健康相談についてですが、乳がん及び子宮頸が

ん検診の受診率は、昨年度の国民生活基礎調査では、目標値の50％に対し、乳がんが51.5％、



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第７号（12月13日） 

－30－ 

子宮頸がんが46.2％と、子宮頸がんは目標値を下回っております。骨粗しょう症検診について

は、目標値は定められておりませんが、昨年度の受診率は19.6％でした。 

 来年４月から開始される国の第３次健康日本21において、受診率の目標値ががん検診は60％、

骨粗しょう症検診は15％とされておりまして、受診率の向上が課題であると認識しております。 

 助産師による女性のための健康相談は毎月実施しており、昨年度の実績は47件となっており

ます。年間72人の定員を下回っており、ＳＮＳを活用するなど、効果的に周知を行う必要があ

ると考えております。 

 次に、女性の健康相談と不妊専門相談センターの今後の展開についてですが、女性の健康相

談は、思春期、妊娠、出産、更年期、高齢期などのライフステージに応じた女性の健康の保持

増進を図ることを目的とし、助産師、保健師が対応しております。不妊専門相談は、不妊治療

の専門医と助産師がセットで御相談に応じ、より専門性の高い相談と位置づけております。 

 今後も、相互の相談窓口が連携しながら、市民の皆様からの相談に対応してまいりたいと考

えております。 

 最後に、不妊検査費用助成事業の検討状況についてですが、当該事業は、令和７年度までの

第１次実施計画に位置づけおり、本年７月に子育て家庭の保護者に対し、次期千葉市こどもプ

ラン策定に係るアンケート調査において、ニーズ調査を実施したところです。また、医療機関

に対してもアンケートを行うなど、関係機関と実施に向けた協議を進めております。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 女性の健康支援についてのうち、所管についてお答えします。 

 男女共同参画課における働く女性の健康支援についてですが、本年３月に策定いたしました

第５次千葉市男女共同参画ハーモニープランにおきまして、施策の方向性に生涯にわたる健康

づくりの促進を掲げ、関連する施策の実施を所管各課に働きかけるとともに、性や健康に関す

る情報提供や講座の開催に取り組んでいるところでございます。 

 男女共同参画センターでは、健康等に関するセミナーや講座を設定しており、昨年度は、

「つらい頭痛にサヨナラしたい～毎日頑張る女性のためのセルフケア」や「女性が働く社会に

必要な「生理のトリセツ」」と題した講座を開催しております。 

 また、女性専門家による相談会では、助産師が健康に関する相談に対応しており、働く女性

の悩みにも御活用いただいております。引き続き、女性の健康への理解を深める講座等の充実

に努めております。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 女性の健康支援についてのうち、所管についてお答えします。 

 本市の女性職員への健康支援の状況についてですが、健康に関する悩みにつきましては、職

員健康管理室の産業医や保健師が相談に応じているほか、健康診断の結果で所見があった職員

等に対する保健指導の際には、女性特有の症状による不調の有無等を保健師が確認しており、

必要に応じて専門の医療機関への受診を促しております。 

 また、女性特有の健康上の課題等について理解を深めるため、女性の健康サポートセミナー

を開催しているほか、主査研修の健康管理に関する講義の中で、更年期に起こる心や体の変化

について説明するなど、女性職員だけでなく男性職員に対しても、女性の健康に対する知識習
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得や意識啓発に取り組んでおります。 

 引き続き、チェインズ庁内掲示板等を活用し、ライフステージに沿った健康情報を発信する

など、女性の健康に関する職員の理解を深め、女性が活躍できる環境整備に取り組んでまいり

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 経済農政局長。 

○経済農政局長（橋本直明君） 女性の健康支援についてのうち、所管についてお答えします。 

 事業者の人材確保のために、女性の健康支援を進めていくことへの認識と取組状況及びフェ

ムテックへの取組に関する本市の見解についてですが、従業員が健康で働くことは、企業の生

産性を向上させ、組織の活性化をもたらし、結果として業績や企業価値の向上に寄与するもの

と考えておりまして、特に女性の健康を支援することで、離職を防ぎ、仕事に対する自信やモ

チベーションを高める効果が期待されると認識しております。 

 本市では、産業振興財団におきまして、人材の定着につながる職場環境の整備などに関する

アドバイザーを配置しておりますほか、勤労者福祉サービスセンター事業としまして、健康の

維持増進や子育て支援といった福利厚生の提供などに取り組んでいるところでございます。 

 また、経済産業省では、フェムテック導入の実証事業を実施しており、本市としましては、

この実註事業で得られた知見、成果などについて情報収集に努め、アドバイザーやセミナーな

どでの事例紹介等に活用できないか、検討してまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） こども未来局長。 

○こども未来局長（宍倉和美君） 児童福祉法改正における対応についてお答えします。 

 まず、子ども家庭総合支援拠点と母子健康包括支援センターとの連携状況についてですが、

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う母子健康包括支援センターでは、妊婦面談

や乳幼児健診などにおいて、虐待のリスクが疑われる場合など、支援が必要なケースについて

は、子ども家庭総合支援拠点に通知し、連携して相談支援を行っております。 

 具体的には、昨年度に中央区でこうした支援が必要なケースが61件あり、その支援方針につ

いて情報共有を行うとともに、子ども家庭総合支援拠点の保健師と母子健康包括支援センター

の保健師とで訪問活動を実施するなど、両者で連携を図り、適切な支援を実施しております。 

 次に、訪問による家事支援についてですが、子供の養育を特に支援する必要がある家庭に対

しては、児童相談所や保健福祉センターが訪問活動等による支援を行っているところでありま

すが、それに加えて、家事や育児の支援を行う者を継続的に派遣することにより、保護者の家

事、育児を助け、子供の養育環境の改善や安全確認につながるなどの効果が見込めるケースも

あることから、他市の事例等を研究し、事業の実施方法について検討してまいります。 

 次に、社会的養護経験者に対するアフターケアの現状と今後についてですが、児童養護施設

等の退所者のうち、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、将来の自立

に結びつけるために、必要な支援を行っております。 

 具体的には、支援コーディネーターの配置により、支援上の課題、目標、支援内容などを定

めた継続支援計画の作成や自立生活の不安や悩み、進路などに関する生活相談を千葉県と共同

で実施しているほか、措置解除後も施設等で生活する場合、住居費や生活費、学習費などの施

設に対する補助を行っております。 
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 今後、施設等の措置解除後の自立を支援する児童自立生活援助事業の対象拡大や年齢要件の

弾力化など、社会的養護経験者に対するアフターケアの制度変更が見込まれるため、必要に応

じて既存事業を見直すとともに、国の動向を注視しつつ、より効果的な支援方法などについて

検討してまいります。 

 最後に、児童相談所における権利擁護の取組状況についてですが、児童福祉法の改正により、

社会的養護が必要な子どもの権利擁護について、様々な取組が規定されたところです。児童相

談所が行うものとしては、一時保護や施設入所などの方針を決定する際に、子供の意見を反映

させるために行う意見聴取等措置については、子供の意見を適切に把握できるよう準備を進め

ております。 

 また、社会的養護のもとにある子供が施設生活等における悩みや児童相談所が行う決定の内

容に関して意見等を表明することを児童相談所とは独立した立場から支援する意見表明等支援

事業について、今後発出される国通知や他自治体の取組を研究し、実施に向けて検討してまい

ります。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 田畑直子議員。 

○30番（田畑直子君） 御答弁ありがとうございます。２回目の質問と意見、要望を行います。 

 まず、地域共生における福祉の支援体制についてです。 

 甲州市、静岡市を視察してまいりました。甲州市では、職員体制に限界があるため、新たな

窓口は設置せず、各種相談の設置場所を集約し、密に連携できるようにしていました。アウト

リーチは直営、参加支援事業は社会福祉法人に委託、地域づくり事業は社協やＮＰＯ、私立保

育園などに委託するとのことで、民間企業や地域団体との連携を強化するため、協議会へ参加

してもらうなど、積極的な関与を求めていました。課題としては、専門職の計画的な配置が挙

げられるとのことです。 

 また、静岡市では、市町村合併により地域性に富んでいるため、実情に即した体制を図るた

め、モデル事業を実施するとのことです。こちらも人員確保が困難で、新たな窓口の設置は難

しく、包括的相談支援事業と地域づくり事業は既存事業を活用し、参加支援とアウトリーチは

委託した株式会社が担うそうです。課題として、庁内の連携部署が多くなるため、主体的に関

わってもらうよう、担当部署のイニシアティブの必要性を挙げていました。 

 視察を通じて、自治体によって規模、地域特性や資源、課題が異なるため、本市に合わせた

施策展開が求められると感じました。 

 福祉まるごとサポートセンターについては、ハブ機能を果たすとのことです。各区では、あ

んしんケアセンターをはじめ、生活自立・仕事相談センター、子どもナビゲーター、障害者基

幹相談支援センターなど、分野別に支援体制が整備されています。ワンストップ機能を各区に

分散させず１所化し、人員、困難ケースの対応実績やノウハウの蓄積、新たな支援機関との関

係構築などを集中させることは、対応力の強化につながると考えます。 

 参加支援、地域づくり事業は、子育て・介護予防なども含め、あらゆる分野の活動団体等の

資源把握とその活用を進めていく必要があるため、コミュニティソーシャルワーカーはもとよ

り、生活支援コーディネーターや各区社協地区部会とも連携を強化する必要があると考えます。 

 さらには、地域づくりとの関係性が高いため、市民自治、区役所との連携も重要です。区役

所では、地域活性化支援事業による地域団体支援や自主事業においても、福祉の取組を推進し
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ているほか、地域担当職員も配置していることから、連携の強化を期待します。さらに、医療

や介護との連携も重要と考えます。 

 柏市のワンストップ窓口の相談内容の内訳を見ると、医療相談が一定数を占めるため、医療

分野との連携による対応力向上が必要とのことです。本市においても、医療や居住に関する相

談もあったとのことから、新たな連携が必要と考えます。 

 医療・介護の連携は、在宅医療・介護連携支援センターが担っており、また、重層的支援に

おいて実施すべき関係機関等の役割分担や支援プランの協議、策定などを行う多機関協働を多

職種連携会議として実施し、コーディネートしています。現在、高齢者のみを対象としている

在宅医療・介護連携支援センターですが、重層的支援においても、医療・介護とのコーディネ

ート機能を果たすことが必要と考えます。 

 そこで、在宅医療・介護連携支援センターの成果と課題をどう捉えているのか、伺います。 

 次に、女性の健康支援については、意見要望を申し上げます。 

 周知、普及、健康教育については、各局とも積極的な実施をしていると理解しました。相談

支援については、さらなる周知が必要と考えます。集団検診の場での周知、市公式ラインやＸ

などＳＮＳを活用した広報のほか、男女共同参画センターで実施の関係講座開催の折にも広報

をするなど、局を超えた連携をお願いします。 

 さらに、令和４年の女性活躍推進法の全面改正により、一般事業主行動計画の策定義務が常

時雇用する労働者数301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されたため、男女共同

参画課においては、行動計画策定のためのアドバイザー派遣事業を実施していると承知してい

ます。女性の専門職に相談したい方や地域保健との関わりが薄く、行政の相談先がわからない

従業員の方も多いと考えられることから、このような機会をとらまえて、女性の健康相談の広

報を実施するなどの連携が必要と考えます。 

 さらに、男女共同参画課では、女性専門家による相談会において、助産師さんによる健康に

関する相談を本庁舎等で実施されています。これは、健康支援課が展開されている相談よりも

短時間のため、十分な相談できなかった場合は、女性の健康相談につなげるなどの連携も必要

と考えます。 

 相談体制の充実も必要です。さいたま市では、ＬＩＮＥを活用し、妊活や不妊なども含め、

専門職によるオンライン相談を民間と連携して実施しています。この取組も、フェムテックの

一環です。安心して相談できる女性専門職による健康相談は、潜在的ニーズは高いと考えるこ

とから、開催場所や時間帯等も含め、相談体制のさらなる工夫をお願いします。 

 フェムテックの活用についてです。 

 私も女性特有の不調に悩まされている一人で、最近は、食品メーカーから発売された乳たん

ぱくの新成分を毎日とることで、生理の心と体の不調をサポートする飲料をとっています。ま

た、フェムテックの展示会を調査したところ、従業員の健康やメンタル状態の管理アプリや知

識向上や悩みに応える専門家による動画配信のサービス提供など、福利厚生やヘルスリテラシ

ー向上に資する商品や事業がプロモーションされており、私の利用している商品の食品メーカ

ーも出展していました。 

 さらに、静岡県を視察したところ、地方創生交付金を活用してフェムテック事業を民間に委

託し、働く県民女性に向けて、意識調査やオンライン相談窓口の開設、セミナーなどを実施し

たとのことです。男女共同参画課が実施したものの、働く女性へのアプローチが不十分だった
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との課題もあるとのことで、経済局との連携が必要と感じました。 

 渋谷区と神戸市では、経済産業省の助成事業を活用した民間と連携し、更年期ケアの重要性

を可視化し、社会へ啓蒙することを目的に、働く女性に向けたチャット相談やヘルスケアの動

画配信などを行い、課題を抽出し、当事者のサポートだけではなく、周りの理解促進や職場環

境の向上につなげる実証実験を行っています。これは、官民連携事業、スマートシティーの観

点から進めたようです。 

 各分野では鋭意取り組まれているものの、分野横断の連携、また、経済分野での意識の醸成

と取組強化が必要と考えます。女性特有の健康課題の解消をしていくことは、社会進出を促す

ことにも通じ、ジェンダーギャップ解消にもつながると考えます。ダイバーシテイーを目指し

ていく上で、女性一人一人が自分の健康をケアしながら人生を選択し、自分らしく歩める社会

となるよう、取り組んでいただくようお願いします。 

 最後に、児童福祉法改正について意見、要望を申し上げます。 

 子ども家庭総合支援拠点と母子健康包括支援センターの連携については、相互連携により、

着実に支援につなげていることが分かりました。両機関は、隣接あるいは同一施設内に設置さ

れていることから、物理的にも連携しやすい状況であると認識しています。 

 他政令市においても、一体化済みの自治体がある一方で、母子保健・児童福祉の役割を踏ま

え、別機能のまま効果的な運用を目指す自治体もあることから、本市も、どのような組織で実

施するのが効果的か、丁寧に検討いただきたいと思います。 

 また、一体化しない場合も、新たな業務が幾つか提案されております。これらへのさらなる

支援もどのように支援するか、検討していただければと思います。 

 特に家庭への訪問支援については、この事業の拡充も展開を必要とされているため、支援体

制が構築された際には、両機関との連携を密にし、実施していただきたいと思います。 

 社会的養護経験者に対する自立支援について、意見、要望です。 

 本市は、県内では、都心部で住居、就労先も多いため、支援対象となる若者も多く存在する

と聞きます。若者は、誰を頼りにすることもできず、自立しなければならないだけではなく、

養育できなかった家庭や親も問題を抱えているため、成人になり責任能力が発生し、複雑・困

難な親族等の問題も降りかかるケースも多いそうです。 

 現行制度においても、他市と比較し、国の事業活用が不十分なため、人員配置や支援内容が

十分ではありません。現場の支援団体の声を聞くと、事業として受託していなくとも、生活や

就労の相談、居場所の提供を実施しているとのことで、支援拡充の余地はあると考えます。 

 特に心理士配置が可能となる医療連携、弁護士による法律相談支援については、不可欠なこ

とから、支援体制の拡充に努めていただくようお願いします。そして、今後の拠点整備に向け

ては、県や現場とも協議を重ねられ、進めていただきたいと思います。 

 千葉県では、社会福祉協議会と連携し、児童養護施設退所後の進学支援として、給付型奨学

金制度を始めており、また、奨学金給付までの間、学費の立てかえ負担が生じないよう、県内

団体による貸し付け制度があると伺っています。これらの周知徹底も必要と考えます。 

 名古屋市では、コロナ禍の影響を踏まえ、交付金を活用し、施設退所後３年以内の若者を対

象に10万円給付を行い、本人に届けることで現状を確認し、必要な場合は、支援につなげる事

業を実施したところです。コロナの影響が減少した今年度においても、支援継続の必要がある

と考え、独自に施設退所後１年以内の若者を対象に実施したとのことです。自らは相談には来
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ず、問題が発生してから支援機関につながる傾向がある若者たちの伴走する手だてとして検討

いただけたらと思います。 

 また、里親家庭措置解除後の若者には、自立支援の体制が不十分なことも課題とされていま

す。法改正に定められている里親支援センターの新たな設置により、アフターケアとの連携が

期待されます。センター機能には、レスパイトなど、現状のフォスタリング機関の役割に付加

されているものもあります。国では、フォスタリング機関がセンター機能を担うことも想定し

ていることから、次年度実施されるフォスタリング機関募集の際には、機能強化を見据えて選

定いただきたいと思います。 

 最後に、児童相談所における権利擁護のうち、意見表明についてです。 

 千葉県は、意見表明支援員の派遣先や事務局機能を具体的に検討中とのことで、本市も、導

入に向けた検討を早期に進めていただきたいと思います。一昨年、江戸川区児童相談所を弁護

士の方や県議とともに視察しましたが、意見表明については、ＮＰＯ団体に委託し、日常を通

じて交流し、生活の中で取り入れており、施設環境においても、権利擁護の観点から個別ケア

に配慮し、安全やプライバシーを確保できるつくりでした。本市も、ハード、ソフト両面から

権利擁護を進めていただくようお願いします。 

 以上で、２回目の質問とします。 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 地域共生における福祉の支援体制についての２回目の御質問

にお答えします。 

 在宅医療・介護連携支援センターの成果と課題についてですが、センターでは、介護保険の

事業として在宅医療と介護の連携を進めるため、市医師会などの関係団体の協力のもと、あん

しんケアセンターとの連携を中心に、地域ごとに医療・介護専門職の顔の見える関係性を構築

してまいりました。 

 また、近年は、医療・介護専門職から寄せられる相談事例から在宅療養の課題を把握し、そ

の課題に対応するため、身寄りのない高齢者の支援に向けて、おひとりさま支援の手引きを作

成するなど、取組を進めております。 

 課題としては、地域共生社会の構築が求められている中で、医療的ケア児に関する御相談な

ども増えていることから、小児や若年など、高齢者分野以外の御相談にも対応するための体制

づくりが必要と考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 田畑直子議員。 

○30番（田畑直子君） 御答弁ありがとうございました。在宅医療・介護連携支援センターに

おいては、高齢者のみならず、医療的ケア児など小児や若年への支援の必要性があるとのこと

です。今後、在宅医療・介護連携支援センターにおいて、どのように重層的支援と連携してい

くか、制度設計を超えた連携が必要と考えます。 

 さらには、今後、両機関において相談対応件数が増加することも予想されます。両機関とい

うのは、１つは福祉まるごとサポートセンターのことです。両機関とも、コーディネート機能

が重要であることから、人材の配置、充実においては、市独自による加配も含め、検討いただ

くようお願いいたします。 

 また、重層的支援を進めるに当たり、今まで以上に増えた関係部署で連携体制を構築してい
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かなければなりません。連携するためには、相互に情報交換し、相談し合える顔の見える関係

であることが必要です。また、複雑、複合的な困難を抱える市民の方々への支援は、長期で終

わりが見えないことも多く、相談者との信頼関係や継続性も重要となります。そのため、委託

事業については、専門的知見を持つ事業者が安定的に事業展開、人材確保が可能となるよう、

単年度契約を複数年度契約にするなど、見直す必要があると考えます。 

 重層的支援を進めることは、人と人との関係を再構築することだと感じます。複雑な市民課

題を取りこぼさず、救う体制の構築を期待します。 

 最後に、最近は子育て家庭への負担軽減策として、各種施策の無償化への世論が高まり、導

入する自治体が増え、自治体間競争の事態となっています。子育てしやすい環境整備として重

要ですが、一方で、平穏な生活さえもままならない環境に陥っている子供たちがいます。その

支援には、経済的な支援のみならず、専門職による丁寧な支援が不可欠です。これは、重層的

支援にも通じると考えます。庁内外ともに、専門職の確保や育成には苦労していると感じます。

行政の重要な責務として、引き続き、専門職の育成や配置の拡充、専門的知見を持つ民間との

連携により、支援基盤の強化に努めていただくようお願い申し上げまして、私の一般質問を終

わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 田畑直子議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。７番・黒澤和泉議員。 

〔７番・黒澤和泉君 登壇、拍手〕 

○７番（黒澤和泉君） 皆様、こんにちは。市民ネットワークの黒澤和泉です。 

 通告に従いまして、一般質問を行います。 

 今回は、集合住宅の再生とまちづくり、高齢者の健康増進と社会参加の促進、子供の食と居

場所への支援という３つのテーマを取り上げます。いずれも、これ以上先送りできない重大な

社会問題であり、その解決に向け、千葉市の行政がどこまで、どのように関わるべきか、もう

一度早急に見直すべきであると考えております。 

 まず、集合住宅の再生とまちづくりについて取り上げます。 

 本市におきましては、昭和40年代に大規模な宅地開発により、多くの団地・マンションが建

設され、現在、その多くが建てかえ、もしくは長寿命化のための大規模修繕、改修が必要とな

っております。千葉市営住宅については、将来的な高経年化を見越した長寿命化・再整備計画

を平成24年２月に策定しており、今年度の改訂を経て、令和５年度から令和14年度の10年間を

かけ、計画をもとにした建てかえ、修繕、改修など、再整備を行う予定となっています。 

 一方、同時期に建てられた民間の分譲団地・マンションについても同様に経年が進み、耐用

年数の超過が追っているため、当然、再整備が必要となります。 

 市営住宅との大きな違いは、民間の分譲住宅であるため、建てかえにしろ、大規模修繕にし

ろ、大多数の区分所有者による合意形成が必要なことです。御近所を巻き込み、大きな費用が

かかる長期間にわたる計画で、非常に大きな決断が必要ですので、様々な理由によって、この

合意形成プロセスがうまくいかず、再生計画の立案、実施が難航する場合も少なくありません。 

 その事態を重く見た国は、法律改正案を提出し、合意の形成と見なされる条件を緩和して再

生計画を促そうとしていますが、大切な財産の処分と長期間の再生計画を決めるという大きな

決断が迫られている中、住民同士が１つの意見にまとめる難しさは、簡単に解消できないよう

です。 
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 そこで伺います。 

 分譲マンションの再生への合意形成に対して、千葉市で行っている支援はどのようなものが

あるか。 

 次に、高齢者の健康増進と社会参加の促進についてお伺いします。 

 日本の人口は、2010年を境に減少を続けており、2025年には団塊の世代の全てが後期高齢者

となる超高齢化社会を迎えます。本市においても、要介護認定者数が増加する状況に備え、地

域包括ケアシステムの構築が進められていますが、同時に医療・介護サービスへの負担軽減を

図る取組として、要支援・介護認定を受けていない方々が健康な状態を保持できるような環境

づくりの整備がより重要であると考えています。 

 千葉市では、まだ要支援・介護認定を受けていない高齢者が健康維持を目的に利用できる施

設として、いきいきプラザ・センターを各区に設置していると聞きました。先日、市民ネット

ワークでも現地調査をさせていただきました。御協力ありがとうございました。 

 そこでお伺いします。 

 いきいきプラザ・センターの概要と課題についてお聞かせください。 

 一方、地域包括ケアシステムの担い手であるあんしんケアセンターにおいても、同様に要支

援・介護に至る前段階での相談事業、介護予防などを行っていますが、役割分担の考え方を確

認します。 

 相談事業・介護予防など、いきいきプラザ・センターとあんしんケアセンターの重複してい

る業務の整理をどのように行っているか。また、具体的に要支援・介護の予防には、バランス

のよい食事、運動、社会参加の３つの柱が重要であると言われていますが、運動や文化的な活

動を継続させるには、その活動の目標をつくることが効果的だと考えます。 

 高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典、ねんりんピックが1988年

からスタートし、毎年開催されていますが、このねんりんピックが高齢者の方の活動目標にな

り、継続的な活動に結びつくことが期待できます。 

 そこでお聞きします。 

 本市のねんりんピックに対する位置づけと取組についてお聞かせください。 

 また、近年、高齢者向けの新たなスポーツしてｅスポーツが注目されています。 

 ｅスポーツとは、エレクトロニック・スポーツの略称で、家庭用ビデオゲーム機を用い、対

戦型のゲームで勝敗を決めるスポーツです。昨年、東北福祉大学、仙台市、仙台ｅスポーツ協

会、ＮＴＴ東日本の産官学連携で行われた実証実験において、ｅスポーツを活用することによ

り、フレイル予防及び認知症予防に関して一定の効果が見られることが示唆されました。 

 また、高齢者向けｅスポーツのゲームソフトとしてぷよぷよや太鼓の達人などの幅広い年代

で親しまれているソフトが使われているため、ｅスポーツを通じて、孫世代など、他世代との

交流も期待できます。 

 そこでお伺いします。 

 本市では、高齢者も参加できるｅスポーツの取組を行っているか。 

 ３つ目に、子供の食と居場所への支援についてお尋ねします。 

 子供が気軽に立ち寄ることができ、信頼できる大人が見守る中で、幅広い年齢の子供たちが

安心して遊び、過ごせる場所、そのような子どもの居場所をつくる取組が市民ボランティアを

中心に全国に広がっています。 
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 本市においても、どこでもこどもカフェや子ども食堂という子どもの居場所をつくる取組が

行われており、７月に行われた子ども議会では、子供たちがどこでもこどもカフェをもっと増

やしてほしいという要望を提出していました。 

 本議会においても、複数の議員から、このような子どもの居場所の必要性を訴える発言が数

多く出ており、執行部においても、令和４年第４回定例会において、大木副市長が将来的には

地域における子どもの居場所を市内のどこに住んでいても気軽に行くことができるよう、身近

な場所に確保できるよう努めてまいりたいとの答弁を行っていることからも、市民と行政が一

丸となって、居場所づくりをより進めていく方針であることがうかがえます。 

 ところが、一方、どこでもこどもカフェや子ども食堂を運営されている方にお話を聞いたと

ころ、月１回の開催を何とかやりくりしてきたが、場所が確保できず、これ以上事業を継続で

きない。子供のためにと多大な出費や労力をかけてきたが、これ以上続けるのは苦しいなどの

声を聞いております。 

 この行政のメッセージと現実との大きなギャップがどこから来ていて、どのように解消すれ

ばいいのか、今回の質疑で明らかにしたいと思います。 

 千葉市では、居場所を運営してくれる人を養成する子どもの居場所サポーター養成講座や経

験豊富なスタッフを派遣し、立ち上げから運営方法、子供との接し方などを一定期間サポート

するカフェアドバイザーの派遣も行っていると聞いております。 

 そこでお尋ねします。 

 子どもの居場所サポーター養成講座の年間受講者数の推移とカフェアドバイザーの年間派遣

数の推移についてお聞かせください。 

 また、そのような担い手の方々が実際にどこでもこどもカフェや子ども食堂を開き運営をす

る際、市ではどのような支援を行っているのでしょうか。 

 そこでお尋ねします。 

 どこでもこどもカフェの位置づけと設置数、１か所当たりの補助基準額についてお聞かせく

ださい。 

 また、子ども食堂の位置づけと市内設置数、１か所当たりの補助基準額、食材の提供などの

具体的な支援についてお聞かせください。 

 さらに、そのような活動がいつどこで開催されるのか、学校に通う児童、生徒たちが知るこ

とのできる広報、啓発の仕組みも重要だと考えます。 

 そこで伺います。 

 どこでもこどもカフェや子ども食堂がこどもの居場所として機能するには、子供への周知が

重要であるが、教育委員会は、これらの事業に対してどのような協力体制をとっているのか、

お聞かせください。 

 以上、１回目の質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 集合住宅の再生とまちづくりについてお答えいたします。 

 分譲マンションの再生への合意形成に対する市の支援についてでございますが、マンション

再生の検討は、建物診断といったハード面の調査に加えまして、区分所有者が建物性能に抱え

ております不満やニーズを把握し、建てかえや大規模修繕など、それぞれの再生方法について、

改善効果と費用を比較することが必要となります。 
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 本市では、マンションの再生を行おうとするマンション管理組合に対しまして、マンション

の現状調査、老朽化の判定、区分所有者の意向調査、建物の再生方法の検討などに要する費用

の一部を分譲マンション再生等合意形成支援制度として補助を行っているところでございます。

補助額につきましては、活動費の２分の１以内、かつ25万円以内を上限といたしております。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 高齢者の健康増進と社会参加の促進についてお答えします。 

 まず、いきいきプラザ・センターの概要と課題についてですが、いきいきプラザ・センター

では、高齢者が健康で生きがいのある生活が送れるよう支援することを目的として、健康づく

り、相談事業などを行っております。 

 対象は、60歳以上の高齢者で、昨年度の利用者は、全15か所の合計で延べ40万2,698人でし

た。男女比は３対７で、男性の利用が少ない状況です。利用料は、市民は原則無料です。事業

費総額は、昨年度決算で約６億3,000万円でした。 

 課題としては、高齢者の趣味やニーズが多様化してきており、いきいきプラザ・センターで

開催する講座が全てのニーズに応え切れないことや利用者は近隣の方や車を利用できる方に限

られている傾向があることなどが挙げられます。 

 次に、いきいきプラザ・センターとあんしんケアセンターの業務の整理についてですが、い

ずれの施設も、利用者からの相談対応をしておりますが、あんしんケアセンターは、介護、福

祉、健康、医療など、様々な面から総合的な相談に応じております。 

 いきいきプラザ・センターは、健康相談に応じているほか、介護予防の教室などを実施して

おります。あんしんケアセンターが介護予防のための活動の場として、いきいきプラザ・セン

ターを紹介するなど、協力関係にあります。 

 次に、ねんりんピックについてですが、ねんりんピックは、高齢者を対象として各種スポー

ツのほか、将棋や健康マージャンなどの競技が行われる年１回の全国大会で、今年度は愛媛県

で開催されました。本市では、高齢者が大会に出場することを目標として、仲間とともにスポ

ーツなどに継続的に参加することにより、健康の保持、増進と生きがいづくりにつながると考

えており、大会への参加費用の一部を助成しているところです。 

 最後に、高齢者も参加できるｅスポーツの取組についてですが、高齢者がｅスポーツに気軽

に参加できるよう、今年度、試験的にいきいきプラザ・センターの一部を会場としてｅスポー

ツ体験会を18回開催したほか、プラザの夏祭りなどのイベント時に専用ブースを設けたところ、

延べ740人の参加がありました。また、来年度のねんりんピック鳥取大会からｅスポーツが新

種目に採用されることから、選手の練習場所の確保や予選会の実施などを検討しているところ

です。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） こども未来局長。 

○こども未来局長（宍倉和美君） 子どもの食と居場所への支援についてのうち、所管につい

てお答えします。 

 まず、子どもの居場所サポーター養成講座の年間受講者数及びカフェアドバイザーの年間派

遣数の推移についてですが、それぞれ直近３か年の状況としては、子どもの居場所サポーター

養成講座の年間受講者数は、令和３年度は42人、４年度は23人、今年度は49人となっておりま



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第７号（12月13日） 

－40－ 

す。 

 また、カフェアドバイザーの年間派遣数は、令和３年度は４回、４年度は５回、今年度は６

回の予定となっております。 

 次に、どこでもこどもカフェの位置づけと設置数、１か所当たりの補助基準額についてです

が、どこでも子どもカフェは、家庭でも学校でもない第３の居場所として、子供たちが気軽に

立ち寄り、信頼できる大人が見守る中で、安全・安心に過ごせる地域の身近な居場所として位

置づけており、本年９月時点で、地域の市民ボランティアの方々により、22か所設置されてお

ります。 

 また、１か所当たりの補助基準額につきましては、活動回数に応じて設定しており、月１回

の開催では年間３万6,000円、月に２回または３回の開催では４万8,000円、月４回以上は６万

円としております。 

 最後に、子ども食堂の位置づけと市内設置数、１か所当たりの補助基準額、食材の提供など

の具体的な支援についてですが、子ども食堂は、民間の自主的な取組として、食事を通じた地

域の多世代交流や子どもの居場所の提供など、様々な目的により開始されたものです。 

 本年12月時点で、市内に47か所の子ども食堂が開設されていることを把握しており、そのう

ち掲載を希望した40か所を本市ホームページに一覧として公開しております。 

 運営に当たっての財政的な支援は行っておりませんが、市民や団体から食材の寄附の申し出

があった場合に、本市の仲介により、事業者団体である千葉市こども食堂ネットワークを紹介

しているほか、研修やイベントへの協力、開催場所や開催時期の周知など、子ども食堂の運営

に対しての側面的な支援を行っております。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 子どもの食と居場所への支援についてのうち、所管についてお答

えします。 

 教育委員会の協力体制についてですが、市長部局や関係団体から周知依頼があった場合には、

協議の上、依頼のあった各学校へチラシ等の配架に協力しております。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 黒澤和泉議員。 

○７番（黒澤和泉君） 御答弁ありがとうございました。千葉市においては、合意形成をする

に当たって、管理組合への支援があることが分かりました。管理組合の方からも、多大な費用

がかかる再生計画をどのように進めていくのか、頭を悩ませていて、特に中立的な立場からの

情報を集めることが難しいという課題も聞いております。行政であるからこそ、中立な立場で

正確な情報を千葉市から広く分譲マンションの住民に伝えられるのではないかと考えています。 

 そこで伺います。 

 広く分譲マンションの住民に対して、どのような情報提供の取組が考えられるか。 

 先ほどの御答弁では、いきいきセンター・プラザの課題として、交通の便が悪く、利用者が

近隣の方や車を利用できる方に限られている傾向があることなどが挙げられていました。 

 そこで伺います。 

 アクセスについて、施設を利用しやすくするための工夫をしているか。 

 また、いきいきプラザ・センターとあんしんケアセンターが互いの強みを生かしながら、協
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力して高齢者の健康増進に努めていることが分かりました。また、先日市民ネットワークが調

査に伺った際、あんしんケアセンターには常駐していない看護師、理学療法士、介護予防指導

士などの専門職の方がいきいきプラザには配置されているとお聞きしました。 

 そこで伺います。 

 今後、いきいきプラザ固有の専門職をさらに活用していく予定はあるか。 

 先ほどの答弁で、利用者のうち男性の割合はわずか３割であると伺いました。また、施設の

職員の方から、講座に参加した方でも、男性が１人、２人の場合、ほかの参加者の方と打ち解

けにくく、回を重ねるごとにフェイドアウトしてしまう場合も多いと伺いました。 

 このように、行動の傾向に性差がある場合には、憲法第14条や男女共同参画社会基本法の精

神に反しない範囲で、適切に対応すべきだと考えます。この場合は、男性が参加しやすい、続

けやすい企画も一緒に提示する工夫ができるのではないでしょうか。 

 そこでお伺いします。 

 男性参加者を増やすために、どのような取組を行っていくか。 

 また、今後、より参加者を増やすため、現在実施している施策は何か。 

 そして、多世代で楽しめるｅスポーツが高齢者のねんりんオリンピックの種目として採用さ

れる予定であることなど、高齢者の健康増進の活動として、さらに全国的に広がっていくこと

が予想されます。 

 そこで伺います。 

 今後、ｅスポーツを多くの高齢者に広めるには何が必要か。 

 先ほどの御答弁において、子どもの居場所サポーター養成講座の参加者は着実に増えており、

どこでもこどもカフェや子ども食堂の開設の担い手の養成は着実に行われている一方で、実際

に事業を始める、継続するには、余りにも行政からの支援が乏しい現状が分かりました。 

 どこでもこどもカフェは、月４回以上開催しても、最大で月に5,000円の補助金のみ。さら

に、開催要件の中に保険への加入があるため、ある主催者の方は、たくさん子供たちが来てく

れるのはうれしいが、保険の代金を支払うだけで、既に赤字の状態であるとおっしゃっていま

した。 

 また、子ども食堂に至っては、財政的な援助は一切ありません。千葉市が口だけではなく、

本気で子どもの居場所を確保する方針を掲げるのであれば、どこでもこどもカフェや子ども食

堂の事業者に対して、運営場所の確保、もしくは物資や財政的な支援を開始すべきではないで

しょうか。 

 そこで伺います。 

 まずは、どこでも子どもカフェの開設場所の提供やあっせんを行っているか。どこでも子ど

もカフェが少ない地域に場所を確保し、開設希望のボランティアを募る計画はあるか。 

 次に、子ども食堂に対して、申請しやすい助成金の仕組みづくりや申請時の支援、食材の確

保や保管に関する具体的な支援などに関して、どのように考えるか。 

 以上、２回目の質問を終わります。御答弁よろしくお願いします。 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） ２回目の御質問にお答えいたします。 

 集合住宅の再生とまちづくりについてお答えいたします。 

 分譲マンションの住民に対します情報提供の取組についてでございますが、マンションセミ
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ナーを年３回開催し、様々なテーマにつきまして情報提供に努めているところでございます。

このセミナー参加者のアンケートで、マンションの再生に関するテーマを取り上げてほしいと

の御要望も頂戴いたしておりますことから、この開催に向けまして検討を行ってまいります。

なお、住民個別の御相談につきましては、弁護士や建築士、マンション管理士が相談に応じま

す分譲マンション相談会を開催いたしておりますので、建てかえや大規模修繕など、再生の御

相談でもこの制度を活用していただくことが可能でございます。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 高齢者の健康増進と社会参加の促進についてお答えします。 

 まず、アクセスについてですが、施設までの交通の便がないなど、来所が困難な方もいるこ

とから、施設の専門職が自治会館などに出向き、出張による相談や体操教室を行っております。 

 次に、固有の専門職をさらに活用していくことについてですが、現在、看護師による健康測

定会や理学療法士や介護予防指導士による介護予防体操を自治会館など地域にも出向いて実施

しているところです。今後は、専門職による出張支援を広げていくため、事業のさらなる周知

のほか、ニーズに合わせて多くの場所で実施できるよう取り組んでまいります。 

 次に、男性参加者を増やすための取組についてですが、男性の参加を促すことを目的として、

一部のプラザ・センターで、日本の歴史講座や海釣り入門講座など、男性の興味を引く講演会

などを実施してまいりました。今後は、男性に好評な講演会のほか、生活に役立つ講座を多く

のいきいきプラザ・センターで実施してまいります。 

 次に、利用者を増やすために、現在実施している施策についてですが、高齢者がいきいきと

活動し続けられるよう、生きがい活動や健康づくりに寄与し、高齢者からの要望も多いパソコ

ン・スマホ講座や脳トレの講座を増やしているところであります。今後も、ニーズに沿った講

座の充実を図るとともに、出張相談等の充実により、多くの方が利用できるように取組を進め

てまいります。 

 最後に、今後、ｅスポーツを多くの高齢者に広めることについてですが、いきいきプラザ・

センターでの体験会の参加者にアンケートをとったところ、ほぼ全員から満足との回答があり、

初めてだったがとても楽しかった、また機会を設けてほしいなどの声もありました。体験する

機会を身近な場所で提供していくことが必要であると考えております。 

 また、イベントに来場した小学生と高齢者による対戦といった多世代交流もｅスポーツの普

及に有効であると考えております。今後、ｅスポーツの魅力を広く発信することを検討してま

いります。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） こども未来局長。 

○こども未来局長（宍倉和美君） 子どもの食と居場所への支援についてお答えします。 

 まず、どこでもこどもカフェの開設場所の提供やあっせん及びカフェが少ない地域に場所を

確保し、ボランティアを募る計画についてですが、どこでもこどもカフェについては、地域に

おける子供の見守りの重要性を踏まえ、市民ボランティアの方々が支障のない範囲で、場所の

確保を含め、主体的に活動していただくこととしております。 

 そのため、開設場所の提供やあっせんは実施しておらず、また、本市が場所を確保した上で

開設希望のボランティアを募る計画は、現在のところございません。 
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 しかしながら、開設を検討している方から開設場所に関する相談があった場合には、市有施

設等を活用している事例の紹介など、相談に応じているほか、利用を希望している施設の所有

者に利用目的などの説明をしてほしいという依頼を受けた場合には、職員が直接赴いて事業内

容等について説明を行うなどの支援にも努めております。 

 今後も、区ごとの開設箇所の均衡に留意しつつ、さらなる増加に向けて必要な支援を行って

まいります。 

 最後に、子ども食堂への助成金や食材の確保などに関する具体的な支援についてですが、こ

れまで、子ども食堂の運営者からは、助成金についての要望はなく、イベントへの協力や開催

時期の周知などの要望が多くを占め、それらの要望について必要な支援を行っております。 

 食材の確保については、引き続き、寄附の申し出に対する仲介を行うとともに、食材の保管

については、衛生面や管理面などを考慮し、事業者側で必要な場所を確保するものと考えてお

りますが、事業者側からの相談があった場合には、必要に応じて一緒に検討するなど、側面的

な支援を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 黒澤和泉議員。 

○７番（黒澤和泉君） 御答弁ありがとうございました。今回取り上げた３つのテーマに対し

て、最後に私から要望を述べ、一般質問を終了したいと思います。 

 まず、集合住宅の再生とまちづくりについて、千葉市全体、そしてその地域の特色を生かし

たまちづくりを進めるために、私有財産である分譲マンションの住民に対しても、開発、販売

会社の利益拡大路線に従うのではなく、千葉市が積極的に基本情報の周知や成功事例の紹介と

いった情報提供を中立の立場で行うことで、多くの住民が納得のいく合意形成プロセスを実施

できるよう、これからもまちづくりの視点から支援を続けることを要望します。 

 その一環として、マンション再生事業に興味や関心を持っている方々だけでなく、興味を持

っていなかった方も一から学ぶことができる初心者向けのマンション再生出前講座の開設もあ

わせて要望いたします。 

 次に、高齢者の健康増進と社会参加の促進について、健康寿命を延ばすためにも、より多く

の方々にいきいきプラザ・センターやその他公民館などの公共施設で行われている講座、サー

クルを活用していただくことが重要です。 

 講座やイベントなどの計画、立案の際には、行動の性差に目をつむるのではなく、むしろ向

き合って、結果的に男女に関わらず参加しやすい、活動を継続しやすい居場所となる工夫を続

けていただけるよう要望します。 

 例えば、宮城県石巻市で行われている男性介護者の孤立を防ぎ相談し合える場として、介護

技術から調理まで学べる男の介護教室、東京都世田谷区で行われているリタイア後の男性が料

理を楽しむ男の台所、石川県白山市で行われている男の体操教室などのように、あえて男とい

う文字を入れた講座が人気になっているそうです。 

 このような講座への参加をきっかけに、定期的にいきいきプラザ等に足を運んでいただき、

同じ興味や悩みを持つ仲間を見つけ、お互いの人生を豊かにする活動を継続して行える場所に

してはいかがでしょうか。 

 最後に、子どもの食と居場所への支援について、先ほどの答弁からも、財政的な支援が乏し

いこと、そして運営場所の紹介、あっせん、提供などの支援がほとんどないこと、つまり、行
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政からの支援に全く期待できない現状が残念ながら確認できました。以前の答弁で述べられて

いたとおり、市がどこでもこどもカフェをより多くの場所に確保していく方針なのであれば、

公民館等の公共施設を優先的に利用できるよう調整する支援は、積極的に行っていく必要があ

るのではないでしようか。 

 また、子ども食堂は、どこでもこどもカフェと同等の居場所づくりの難しさに加え、食材確

保、保管場所、物流コストによる運営の困難さが付随します。先ほどの答弁では、子ども食堂

の運営者は助成金を望んでいないというお話がありましたが、私が話を聞いた限りでは、当然、

助成金は希望しているものの、子ども食堂以外に付随した活動が条件になっているなど、要件

の厳しさ、申請の複雑さ、困難さゆえに断念しているという団体が多いそうです。 

 個々の子ども食堂への支援が難しいのであれば、中間支援団体であるこども食堂ネットワー

クに助成金を交付したり、食材の保管や集積を担うフードバンク・フードパントリーの運営団

体に対して助成を行うなど、支援のやり方はいろいろとあるはずです。実際、足立区では、フ

ードパントリーを運営する活動団体に対して、補助金の交付や冷蔵庫の購入代金の助成を行っ

ています。 

 コロナ禍で休校が続いていたころ、子ども食堂の方が自費で毎日何十食ものお弁当を配布し

ていたというケースもお伺いしました。このように、地域の大人が子供の健やかな成長を願い、

私財を投げ打ってでも子供が安心できる居場所を確保しようと奮闘している現実を直視してく

ださい。 

 これからは、地域と行政が一緒になって、子供の今・未来を守るという強い姿勢、本気を見

せる必要があります。運営に参加する人材の育成を継続しつつ、運営場所の確保、物資や財政

的な支援をきちんと行い、子供たちの居場所を市民と一緒になって計画的に増やしていくこと

を強く要望いたします。 

 今回の一般質問では、これ以上先送りにできない重要な３つのテーマについて質疑させてい

ただきました。これらに関わる住民の方々や現場の市職員の方々は、限られた資源の中で日々

奮闘しています。市長をはじめとする執行部には、未来への投資のために思い切った資源分配

を決断していただき、一緒に心をつなぐ優しいまちづくりを進めていければと思っております。 

 以上、私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 黒澤和泉議員の一般質問を終わります。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午 後 ２ 時 29 分 休 憩 

────────────────────────── 

午 後 ３ 時 ０ 分 開 議 

○副議長（麻生紀雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。20番・安喰初美議員。 

〔20番・安喰初美君 登壇、拍手〕 

○20番（安喰初美君） 日本共産党千葉市議会議員団の安喰初美です。 

 通告に従い、一般質問を行います。 

 初めに、いきいきプラザ・センターについてです。 

 いきいきプラザ、いきいきセンターは、60歳以上の方が介護予防や健康づくり、同じ趣味や

興味を持つ仲間同士の交流や生きがいづくり、地域の方との交流などを通して、住みなれた地
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域で自分らしくいきいきと生活できるよう支援する施設です。 

 市内には、いきいきプラザが各区に１か所ずつ、いきいきセンターが花見川区、若葉区、緑

区に２か所、中央区、稲毛区、美浜区には１か所ずつあります。 

 今後、高齢者人口が増えていく中で、高齢者の健康を支え、生きがいを持って活動していく

ための支援を行ういきいきプラザ・いきいきセンターの役割は、ますます重要になってくると

考えます。 

 そこで伺います。 

 コロナ前とコロナ後の利用者の比較についてお示しください。 

 以下、質問席で質問を行います。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 感染症対策として、利用者の人数制限やカラオケなどの禁止

により、全施設の利用者数の合計は、コロナ禍前の平成30年度が61万9,467人であったのに対

し、昨年度は40万2,291人でした。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） いきいきプラザ・センターの利用者は、まだコロナ前までには回復し

ていないようですが、７割近くまで戻ってきているようです。多くの方に利用していただくた

めには、リピーターはもちろん、新規の利用者を増やしていくことが大事だと思います。 

 新規の利用者を増やすために、事業内容をどのように周知していますか。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） いきいきプラザ・センターの広報紙や市政だより、ＳＮＳで

イベント情報を発信しているほか、公民館やあんしんケアセンター、町内自治会などへ施設の

パンフレットやイベントのチラシなどを配布し、周知を行っております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 写真つきで発信されるイベントの様子や同好会の作品展示、館内の機

器の更新情報など、ＳＮＳでの発信は新しい情報を早く届けることができ、また、視覚によっ

て興味関心を喚起することにも役立つのではないかと考えます。 

 しかし、現在の発信状況はセンターによって月の発信回数が異なりますが、月２回というこ

ともあり、全体的に少ないのではないかと思います。もっとＳＮＳを活用すべきです。 

 ＳＮＳでの情報発信を増やして、センターの事業をＰＲしていくべきではありませんか。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） いきいきプラザ・センターごとにＳＮＳを活用したイベント

情報などを発信しておりますが、今後も、情報発信の回数を増やすことも含めて、引き続き効

果的な周知に努めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 高齢になってもいきいき過ごしていくためには、社会参加をして、

様々な人とコミュニケーションをとっていくことが重要だと考えます。 

 この間、公民館の文化祭やコミュニティ祭りなどに伺いましたが、活動されている様子を見

ると、女性が圧倒的に多いと感じました。好きなことに打ち込んでいる姿は大変輝いていて、

こんな齢のとり方をしたいと思いました。 

 あやめ台いきいきセンターを訪問してお話を伺ったところ、利用者の大半は女性であり、男
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性の利用が少ないと伺いました。男性にも新たな出会いや生きがいづくりのために、いきいき

プラザやいきいきセンターを利用してもらいたいと思います。 

 あやめ台いきいきセンターでは、男性の利用者を増やすための取組として、女性の中に男性

が１人から２人という状況で、男性が気まずくなってしまわないように、男性同士、気兼ねな

く参加できる男性に特化した体操教室や歌の会などを企画しているとのことです。 

 利用者を増やすために工夫を凝らしている努力が実績向上につながっていくよう期待するも

のです。 

 そこで伺います。 

 各施設で好評だった企画やイベントなどの情報を共有して、利用者の増加につなげています

か。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 利用者アンケートの結果などから好評だった企画については、

施設間で情報を共有し、他の施設でも開催を検討するなど、利用者を増やす取組を進めている

ところです。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 高齢者になると、若い世代と関わりを持つことが少なくなってしまい

ます。若い人との交流を通して刺激を受けたり、自分の経験を伝えたりすることで、人生に張

り合いが出てくることがあるのではないでしょうか。いきいきプラザやいきいきセンターで世

代間交流を進めていくことが求められていると思います。 

 世代間交流の内容とその効果について、また、課題は何か、お示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 世代間交流の事例としては、陶芸同好会の会員が講師となる

小学生向けの陶芸教室、近隣小学校児童が参加するボッチャ大会、子育て世代も参加する季節

の行事などを行っております。世代間交流は、高齢者にとって前向きな気持ちの保持、役割を

持つことによる生きがいにもつながると考えております。 

 高齢者世代、子供世代のニーズを把握し魅力ある取組を創出することで、世代間交流をさら

に深め、利用者を増やしていくことが課題と考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 稲毛いきいきプラザは、開所から39年が経過し、老朽化が進んでいま

す。特に空調設備に不具合が出ており、何度も修理が必要になるため、修理費用がかさんでい

るとのことです。施設の長寿命化のためには、大規模改修が必要だと思います。 

 今後の改修計画についてお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 現在、空調設備は稼働はするものの、老朽化のため修理用の

交換部品もない状態であることから、今年度実施設計を行い、来年度、改修を行うこととして

おります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 各区に施設が２か所ないし３か所であるため、近隣の方は徒歩や自転

車で行くことができても、遠くの方は公共交通や自家用車を利用しなければなりません。また、

足腰が弱くなっている方にとっては、近くであっても移動に支障があり、車を使いたいという
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方もいるようです。15か所のうち６か所は駐車場がなく、駐車場の設置の要望があります。ま

た、駐車場があってもとめられる台数が少ないために、増設を求める声も上がっています。 

 そこで伺います。 

 利用者の利便性向上のため、駐車場を設置、増設すべきではありませんか。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） いきいきプラザは、車での来場者を想定して駐車場を整備し

ておりますが、いきいきセンターは、近隣住民の利用を想定し、学校や大規模団地の敷地内な

どに設置しているケースもあり、駐車場が整備されていない施設があります。 

 いずれの施設も敷地に余裕がないため、駐車場の新設やこれ以上の増設は困難であると考え

ております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） あやめ台いきいきセンターは、あやめ台小学校の空き教室を利用して

設置されているため、講師用の駐車場が確保されているだけで、利用者用の駐車場はありませ

ん。また、駐輪場もなく、入り口付近の軒下にとめています。段差があってとめにくく、屋根

もないため雨天時には濡れてしまいます。屋根とスロープを整備することが求められます。 

 そこで伺います。 

 あやめ台いきいきセンターに駐車場及び駐輪場の設置を求めますが、見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） あやめ台いきいきセンターは、あやめ台小学校の建物の一部

を利用しておりますが、敷地に余裕がないことから、利用者向けの駐車場や駐輪場の設置は困

難な状況であります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 千葉市基本計画では、2040年には65歳以上の高齢者が３人に１人とな

ると示されており、今後ますます高齢者人口が増えていく中で、元気で健康な高齢者が地域の

中で活動していくことが求められています。 

 高齢者の社会活動を支えるために、公民館やコミュニティセンターとともに、いきいきセン

ターの活動を充実させていくことが必要ではないでしょうか。各区に２か所もしくは３か所で

は、利用できる人が限られてしまうため、職員が公民館や町内自治会に出張して健康体操や介

護予防講座などを行って、多くの高齢者への働きかけを行っているとのことで、重要な取組を

されていると思います。 

 いきいきプラザやセンターの企画を充実させるとともに、施設に来られない方にも積極的に

働きかけていくためには、人員が必要です。 

 そこで伺います。 

 職員を増やすために委託費の増額を求めますが、見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） いきいきプラザ・センターは、高齢者の通いの場として重要

であると認識しておりますので、引き続き安定した運営ができるよう、職員体制を維持し、高

齢者のニーズに合わせた事業の充実を図ってまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 各区にいきいきセンターの増設を求めますが、見解を伺います。 
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○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） いきいきセンターについては、各区１か所のいきいきプラザ

を補完する施設として、各区１か所から２か所を配置しております。いきいきセンターの増設

は考えておりませんが、いきいきプラザ・いきいきセンターに通えない方に対しては、出張に

よる相談や体操教室を行うなど、より多くの方に参加していただけるよう努めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 次に、自衛隊について質問します。 

 自衛隊法第83条には、都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際し

て、人命または財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣また

はその指定する者に要請することができるとされていることから、災害時に自衛隊に支援を要

請し、災害救助に力を借りています。 

 そこで伺います。 

 本市において、自衛隊に派遣を要請した過去の災害は何かお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 令和元年房総半島台風において、倒木除去及び入浴支援を、同

じく令和元年10月25日大雨による土砂災害現場での人命救助について、千葉県を通じて自衛隊

の派遣を要請いたしました。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） ８月27日に、市役所駐車場等において九都県市合同防災訓練が実施さ

れました。訓練の中で自衛隊車両が走行したり、屋根を壊して屋内に閉じ込められた人を救出

するデモンストレーションを行ったり、災害時の炊き出しを行う大きな炊飯窯などが展示され

ていました。 

 そこで伺います。 

 九都県市合同防災訓練における自衛隊の役割は何ですか。 

○副議長（麻生紀雄君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 自衛隊は、市民、防災関係機関及び市と緊密な連携をとり、実

践的な総合防災訓練を実施することにより、本市の災害対応能力の向上及び防災体制の充実強

化を図ることを目的に、実動訓練における消防局、消防団と連携した救出・救護訓練、展示・

体験コーナーにおける応急給食支援等を行い、国の防災関係機関としての役割を果たしていた

だいております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 展示コーナーでは、子供用の自衛隊の制服が用意され、来場者に制服

を着させて写真を撮ることが行われていました。子供にコスプレをさせるのは、訓練の目的か

ら逸脱しているばかりか、子供を利用して自衛隊への興味、関心や憧れを抱かせることにつな

がり、本来自衛隊の任務である武器を持って戦う姿を覆い隠すものであり看過できません。 

 九都県市合同防災訓練では、自衛隊は防災のことに徹するべきではありませんか。 

○副議長（麻生紀雄君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 自衛隊は、災害発生時に迅速かつ的確に対応するため、警察、

消防等の防災関係機関と連携した防災訓練を実施するとともに、市民の防災・減災に関する意

識の高揚及び知識の向上を図っているものと認識しております。 
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○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 昨年の稲毛区民まつりでは、自衛隊がブースを出し、来場した子供連

れに自衛隊の制服を着せて写真を撮るコーナーが設けられていました。自衛隊の参加について

は、平成29年から稲毛区民まつりに自衛隊が防災パネルなどを展示し、防災意識を向上させる

ために実行委員会がブースの出店を要請していると伺いました。 

 しかし、自衛隊の任務は、自衛隊法第３条に我が国の防衛をすることを主たる任務としとあ

るように、自衛隊は災害救助が本来の任務ではなく、防災をＰＲする組織ではありません。区

民が集まり飲食や買い物をし、踊ったりして楽しむお祭りの会場に戦争を想起させる自衛隊が

参加することは、祭りの持つ目的からもそぐわないのではないでしょうか。 

 そこで伺います。 

 各区民まつりにこれまで何回展示をしたのですか。 

○副議長（麻生紀雄君） 中央区長。 

○中央区長（松浦良恵君） 令和元年度以降、稲毛区、若葉区、美浜区で、各２回展示を行っ

ております。中央区、花見川区、緑区では展示の実績はございません。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 各区民まつりにおける自衛隊の出展状況及び展示内容についてお示し

ください。 

○副議長（麻生紀雄君） 中央区長。 

○中央区長（松浦良恵君） 支援の際の写真や救援車両、救援用具の展示のほか、自衛官募集

のポスター掲示などが行われております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 防災意識を高めるためなら、それにふさわしい団体を参加させるべき

ではありませんか。 

○副議長（麻生紀雄君） 中央区長。 

○中央区長（松浦良恵君） 区民まつりの内容や出展団体は、地域団体などにより組織される

各区区民まつり実行委員会が決定しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 実行委員会の自主性は尊重すべきですが、敵基地攻撃能力を保有して

戦う自衛隊に変えられている今、自衛隊の参加について再考の投げかけをお願いしたいと思い

ます。 

 本庁舎１階ロビーにある掲示板に、自衛官募集のポスターが掲示されております。市の庁舎

に市の職員募集のポスターが張られるならば理解ができますが、自衛隊のポスターを長期間掲

示する理由が分かりません。自衛隊を特別扱いにしてはいないでしょうか。 

 そこで伺います。 

 自衛隊員募集のポスターを掲示する理由について、また、掲示の期限はいつまでなのか、伺

います。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 自衛隊法等の法令において、自衛官等の募集に関する広報宣伝が

市町村の事務として規定されております。なお、ポスターにつきましては、年度ごとに依頼を

受けて掲示をしております。 
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○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 市政だより10月号に、自衛官募集のお知らせが掲載されました。そこ

には申込期限が書かれ、自衛官候補生、陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）、陸上自衛隊高

等工科学校生徒（一般）を募集しますとして、問い合わせ先の自衛隊千葉募集案内所の電話番

号が記載されていました。 

 そこで伺います。 

 自衛官の募集案内は、いつから掲載するようになったのですか。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 古いものでは、昭和29年の市政だよりに掲載した記録が残ってお

ります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 市政だよりへの掲載は、やめるべきではありませんか。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 今後も法令に基づき、対応してまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 自衛隊員勧誘のために、自治体が保有する18歳と22歳の人の名簿を自

衛隊に提供している自治体が増えており、個人情報保護の観点から問題があるため、名簿提供

に対する訴訟や名簿提供に反対する動きが出てきています。 

 18歳と22歳の名簿の提供はされていますか。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 名簿の提供はしておりません。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 自分の知らないところで、勝手に個人情報が自衛隊に提供され、ダイ

レクトメールが送られてきて勧誘を受けることになった方は、いきなり自衛隊から連絡が来て

びっくりしたし、怖かった。戦時中の赤紙のように感じたなど、ほかの自治体では精神的なダ

メージを受けている若者もあらわれています。千葉市ではこのようなことが起こらないように

していくことが重要です。 

 個人情報保護の面から、名簿の提供は今後も行うべきではないと思いますが、見解を伺いま

す。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 法令等を踏まえ、適切に対応してまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 法令を踏まえ、適切に対応してまいりますということは、今後、国か

ら名簿を提供するように依頼されれば、本市も提供することもあると理解できます。これまで

多くの政令市が名簿を提供してきた中で、本市が名簿提供を行ってこなかったことは評価でき

るものであり、今後も継続することを要望します。 

 安保３文書が改定され、自衛隊が専守防衛を投げ捨てて、他国を攻撃しかねない軍事拡大の

道を突き進んでいる現在のような情勢の中にあって、自衛隊の人材確保が強調され、地方公共

団体との連携強化が打ち出されていることは、自治体に人材確保の下請的な業務を担わせよう

とするものではないでしょうか。かつて自治体は、戦争遂行体制の一翼として、住民を戦争に
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総動員するための大きな役割を担わされていた歴史を忘れてはなりません。若者の名簿提供に

ついては、本人への確認なしに外部に情報を提供しないよう求めておきます。 

 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法

律、以下「重要土地等調査法」と言います。この法律が2022年９月に施行されました。この法

律は、自衛隊の施設など安全保障上重要な施設の周辺１キロメートルの区域を注視区域、特別

注視区域として指定し、国が区域内の土地等の利用状況の調査を行い、重要施設等の機能を阻

害する行為が認められた場合には、土地の利用者に対して機能阻害行為の中止等の勧告、命令

を行うものです。従わない場合には、懲役２年以下か罰金200万円が科せられます。 

 そこで伺います。 

 土地等の利用状況の調査の内容及び誰が行うのかについてお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 土地等利用状況調査は、公簿等の収集を基本として、現地・現況

調査で所有者などからの報告徴収等の方法を適切に組み合わせる形で、内閣府が実施すること

とされています。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 千葉市は、今、過去に発生した機能阻害行為としてどのような情報を

持っていますか。 

○副議長（麻生紀雄君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 本市では、機能阻害行為に係る情報を持ってはおりません。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 注視区域、特別注視区域の指定については、次のような手順になって

います。まず、この法律を担当する内閣府の担当官と事務局が区域指定の候補を決め、内閣府

に設置されている土地等利用状況審議会に提示し了承を得る。そして、関係自治体の意見を聴

取し、その結果を審議会に報告して区域を正式に決定し、官報で公示するというものです。 

 ９月11日に開催された第６回土地等利用状況審議会において、陸上自衛隊高射学校が候補地

としてリストアップされ、その周辺区域である千葉市と四街道市は、区域指定の候補として示

されたことから、関係自治体として本市に意見聴取が行われたことと思います。 

 そこで伺います。 

 重要土地等調査法に基づく意見聴取は回答しましたか。 

○副議長（麻生紀雄君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 本年９月11日付で内閣府から、法に基づきます重要施設の施設機

能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本方針に示されており

ます注視区域の指定に係る意見照会があり、10月13日付で回答いたしております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 回答するに当たり、どのような調査を行ったのですか。 

○副議長（麻生紀雄君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 内閣府からの照会項目でございます区域線の近傍で、地形図に反

映されていない道路や建物等の存在、開発行為に関する情報の有無等を調査いたしました。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 意見聴取の回答内容についてお示しください。 
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○副議長（麻生紀雄君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 調査の結果、区域線の近傍に回答すべき事項がなかったため、意

見なしと回答いたしております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 11月29日に国の土地利用状況審議会が開催された後、八千代市では11

月30日に、船橋市では12月４日に、市のホームページで習志野駐屯地及び習志野高射教育訓練

場の周辺おおむね１キロメートルの範囲が注視区域として了承されたとお知らせをしています。 

 内閣府のホームページで公表されている第６回土地等利用状況審議会に示された資料には、

周知、広報の取組として、地方公共団体、関係業界団体と連携しながら周知、広報を実施と示

されています。 

 そこで伺います。 

 千葉市では、どのように周知、広報をしていくのですか。 

○副議長（麻生紀雄君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 内閣府が作成しました周知、広報用のリーフレットを宅地課の窓

口にて配架しているほか、一昨日の12月11日に高射学校周辺の区域が注視区域に指定されまし

たため、市ホームページに掲載をいたしたところでございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） この重要土地等調査法の内容について知らない市民が多いと思います。

そもそも重要土地等調査法というワードを知らなければ、ホームページで検索することもでき

ません。今後、注視地域に引っ越しを考えている人もいるということが考えられますから、全

市的に幅広く周知することが必要だと考えます。区役所でのリーフレットの配架や市政だより

への掲載、町内自治会の回覧等、様々な方法での周知を要望いたします。 

 次に、12月11日には内閣府から公示がされ、陸上自衛隊下志津駐屯地の高射学校周辺約１キ

ロメートルの範囲が注視区域として指定されました。法律では、政府に注視区域内にある土地、

建物の所有者や賃借人などの情報を集め、必要なら利用状況に関する報告を求めることができ

るとしています。 

 調査対象は、所有者、利用者だけでなく、その他関係者も含まれており、際限がありません。

また、調査で収集できる情報については、国会のチェックは及ばず、政府の判断で調査範囲が

広げられ、思想、信条や所属団体、家族、友人などが調べられる危険があります。注視区域に

なったことで、市民の自由や民主主義が侵されることがあってはなりません。 

 そこで伺います。 

 注視区域の町字名及び区域内の人口についてお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 町字名につきましては、内閣府がホームページにおきまして、稲

毛区及び若葉区内の19の町字を公表いたしております。また、区域内の人口につきましては、

今回の調査対象となっていないため、現時点では把握してはおりません。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 注視区域にいる住民の氏名や住所等の情報収集は、人権や民主主義を

侵す危険があるため、安易に住民の情報を提供すべきではないと考えますが、見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 都市局長。 
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○都市局長（藤代真史君） 今後、本市に対しまして、氏名や住所等の情報提供の依頼があり

ました際には、法の趣旨を鑑みるとともに、法に基づきます基本方針に定めるところを踏まえ

まして適切に対応いたしてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） たまたま自衛隊の基地周辺に土地、建物を所有したり、借りたりして

いるだけで、調査対象になるばかりか、注視区域に指定されたことで不動産価値が下がるなど

の影響が生じることが予想され、不利益をもたらす可能性があります。自治体は、憲法に基づ

いて住民の安全や人権、財産を守っていかなければなりません。自治体が持つ情報を安易に国

に差し出さないよう重ねて求めて、次の質問に移ります。 

 学校の樹木の管理について伺います。 

 学校の校庭には、桜をはじめ、けやきやもみじ、松、イチョウなど、様々な樹木が植えられ

ており、季節によって花が咲いたり、葉っぱの色が変わったりと、変化する様子を楽しむこと

ができます。町なかに緑が少なくなっている中で、学校の校庭に緑の樹木があることで、ほっ

とさせられている方も多いのではないでしょうか。 

 そこで伺います。 

 学校で樹木を植えている目的は何か、お示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 公共施設として積極的な緑化を行うことで潤いのある緑豊かな景

観の形成に寄与しております。入学式、卒業式の式典を演出する桜や卒業生などによって植え

られる記念樹、地域を見守るシンボルツリーなど、学校にはなくてはならないものとなってお

ります。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 稲毛区にあるほとんどの小学校は、開校から50年以上が経過している

ため、学校の樹木についても老朽化していると考えられます。桜は、折れた枝や枝の切り口か

ら幹を腐らせる雑菌が侵入しやすく、樹齢50年を超えると幹の内部が腐ることから、桜の寿命

は50年から60年と言われているようです。 

 先日、市内の小学校の校庭で児童が遊んでいる際、木の枝が落下してきて児童に当たりそう

になったということを伺いました。以前、小学校の脇を歩いていた住民の方が目の前に枝が落

ちてきて危なかったという話も聞いています。 

 そこで伺います。 

 老朽化した樹木は、どれくらいありますか。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 令和元年度の台風15号により、多くの学校で倒木が発生したこと

から、同年度に樹木の健全度調査を実施しました。その結果、約1,600本が危険樹木、約1,000

本が要注意の樹木と判定されました。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 樹木も年月が経過すれば老朽化し、枝が折れたり倒壊したりする危険

性が出てきます。児童生徒の安全を守るために定期的な点検が必要だと考えます。 

 樹木の管理は、どのように行われているのですか。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 
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○教育次長（秋幡浩明君） 学校用務員や造園事業者などによる日常的な剪定、伐採のほか、

令和２年度から倒木等のおそれのある危険樹木の剪定、伐採を計画的に進めております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 樹木の安全性については、素人目ではわからないことが多いと思いま

す。花園のグリーンベルトの桜は、樹木医が定期的に点検するシステムをつくり、桜の木を管

理しているとのことです。 

 このように、専門家による診断をして管理していくことが必要ではありませんか。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 適宜、専門の造園事業者による点検、診断を実施しており、適切

に対応しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 学校の樹木には、樹木の名前を記した札が付けられています。子供た

ちはもちろん、学校を訪れた人がその札を見て、樹木の名前を知り、新たな知識を得たり、興

味を持ったりすることも多いと思います。 

 しかし、札が古くなって名前が消えたり、札がついていなかったりする樹木も見受けられま

す。子供たちと一緒に樹木の名前を調べて一緒に札をつくり、札をつけることは、学びにつな

がるのではないでしょうか。子供の発想を生かした個性あふれるネームプレートがあると、樹

木への親しみがさらに増すのではないかと思います。 

 樹木のネームプレートの整備を提案しますが、見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 樹木のネームプレートの整備については、多くの市立小学校で、

環境教育の一環として既に取り組んでおりますが、ネームプレートが劣化している現状もござ

います。各学校では、授業等で教員が樹木の名前などを補って指導するとともに、必要に応じ

て修繕や新たな設置を検討していると認識しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員。 

○20番（安喰初美君） 教員が忙しく、子供たちとじっくり向き合う時間が限られている中で、

樹木のネームプレートづくりまで手が回らないということがあるのではないでしょうか。 

 本来は、教員と子供の共同作業が望ましいと考えますが、保護者や地域のボランティアの方

の力を借りて取り組むことや放課後の体験活動として子どもルームやアフタースクールでの活

動の１つに加えるなども検討していただくよう要望いたしまして、私の一般質問を終わります。

（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 安喰初美議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。12番・桜井秀夫議員。 

〔12番・桜井秀夫君 登壇、拍手〕 

○12番（桜井秀夫君） 公明党千葉市議会議員団の桜井秀夫でございます。誰もが疲れる本日

最後の７番目ということでありますけれども、ちょっとアドレナリンが出てきまして、しっか

り、千葉市で起きた出来事について、そして千葉市民のために、そして何よりも千葉市民の生

活の向上に資する質問をしっかりやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を行ってまいります。 
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 まず、初めに、ボッチャを活かしたまちづくりについてです。優しい題名ですね。 

 パラスポーツの一般競技であるボッチャについては、平成28年第４回定例会の一般質問にお

きまして、ボールやコートをはじめ、基本的なルールから、本議場で説明し、障害者スポーツ

のボッチャを障害の有無や世代に関わらず、誰もが一生涯できる生涯スポーツとして紹介いた

しました。 

 ボッチャの魅力は様々あるとは思いますけれども、パラスポーツの入り口として、誰もが気

軽に始めることができる技術や道具の面におけるハードルの低さだけでなく、障害者も健常者

も対等かつ安全にがちんこで勝負できることが挙げられます。 

 また、余り知られておりませんけれども、通常、パラスポーツは健常者のスポーツを障害者

にもできるようにつくり直すのが一般的ですけれども、ボッチャは、もともと障害者が行うた

めにつくられた競技を健常者も行うようになったという経緯が私には共生社会の実現に向けた

鍵になると思えてなりません。 

 さらに、余り知られておりませんけれども、報道ベースではありますが、近年発表された説

では、千葉県立桜が丘養護学校、現在の特別支援学校ですけれども、体育教師・古賀稔啓氏が

1993年にイギリスで行われた脳性麻痺者の国際スポーツ大会でボッチャに出会い、帰国後に授

業で取り入れ、そのときの生徒や協力者が協会の設立、普及に取り組み、1996年に稲毛区にあ

る千葉県障害者スポーツレクリエーションセンターで、日本で初めてとなる大会、第１回千葉

ボッチャ選手権が開催されたとのことで、千葉に大変縁もゆかりもある競技と言えます。 

 うんちくはこの程度にいたしまして、初めて会議でボッチャを取り上げた際は、ボッチャっ

て何だという雰囲気でございましたけれども、しかし、関係者の皆様の御尽力と東京2020オリ

パラの成功に向けた気運の醸成と相まって、パラスポーツの聖地を標榜する本市におきまして

も急速に普及しております。 

 本日は、このボッチャについて、ふだん行っているレクリエーションとしてのボッチャとパ

ラスポーツ競技としてのボッチャの両面から質問を行ってまいります。 

 まず、レクとしてのボッチャについて、最近の大きな取組として、去る10月13日に千葉市ボ

ッチャ祭りがこの千葉市役所新庁舎１階ロビーにて行われました。 

 そこで伺います。 

 千葉市ボッチャ祭りを行った経緯と反応についてお答えください。 

 以下、質問席にて一問一答で行います。答弁のほど、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 本市では、ボッチャをはじめとしたパラスポーツの普及啓発を推

進しており、これまでパラスポーツフェスタちばをはじめとした体験イベントや千葉市オープ

ンボッチャ大会といった競技会、体験会の開催など、様々な取組を実施してまいりました。 

 このような中、本年10月に開催された杭州2022アジアパラ競技大会に、ボッチャの日本代表

として、本市にゆかりのあるパラ・アスリートの姥沢文子選手が選出されたことを受け、激励

のための壮行会を実施することとし、これに合わせ、障害の有無を問わず行えるボッチャを多

くの方々に親しみ、楽しんでいただけるよう、様々なレクリエーションを企画した千葉市ボッ

チャまつりを開催したところであり、幅広い年齢層の方々に御参加をいただき、おおむね好評

をいただいたものと考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 
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○12番（桜井秀夫君） 答弁ありがとうございました。スクリーンに映し出していますけれど

も、私が主催者から提供を受けたものでございます。以下同様でございます。 

 楽しく幅広い世代が参加したこと、トップアスリートへの励まし、リスペクトの催し物であ

ったいうことがポイントだというふうに思います。この催し物では、屋外にもコートを設置す

るなど、主に室内で行われるボッチャが屋外など、あらゆる場面で可能なことを印象づけまし

た。イベントの意義につきましては、これからの質疑でさらに議論を深めていきますが、まず

もって、このような取組へと結実したことについて、関係者の皆様に敬意を表したいと思いま

す。 

 このように、わかったようなことを言っていますけれども、私自身ですね、実は、議員にな

ってからボッチャのことを初めて知って、体験し、先ほどの魅力を感じて公認ボッチャ審判員

の資格を取得いたしました。ですから、パラ・アスリートやクラブチームの方、また、さらに

啓発活動先の市民の方々から、私も様々な学びの機会をいただいている最中でございます。こ

こでは、その内側から見ている過程で、千葉市のボッチャに関して注目すべき動向を踏まえて、

質問したいというふうに思います。 

 先ほど、ボッチャが千葉、さらには稲毛区から由来していることを紹介しましたけれども、

その稲毛区では、区の自主企画事業として普及に取り組んでおり、具体的には、市行政でも行

っている商業施設におけるボッチャ体験会、稲毛区ですと、イオンで行っておりましたけれど

も、一般市民の目につく場所で普及活動が行われております。 

 さらには、ボッチャカップと称した稲毛区主催の大会が開催されております。この大会で重

要なのは、スクリーンに映っているような学生が主体となって運営、参加していると、そうい

った点であります。この大会に介護施設のチームも参加するなど、世代を超えて大変和やかな

雰囲気で行われておりました。 

 さらに、この秋に地域で行われた運動会で、大々的にボッチャが取り入れられる光景を幾つ

か目の当たりにいたしました。新たな兆候だと思いました。つまり、コロナ禍明けで、４年ぶ

りに地域の運動会を再開するに当たり、企画を見直し、高齢者や子供、そして障害者も安全に

参加できる競技として、従来の綱引きや全力疾走のかけっこだけでなく、というよりも、安全

で世代を超えて行える競技を中心に据え、地域のスポーツ推進委員の方などが普及されており

ました。 

 これらの動きのさらに大きな背景としましては、気候変動や地球沸騰化時代の対応という面

も感じます。つまり、５月から10月までは、いつ夏日や真夏日になっても不思議ではなく、ま

た猛暑だけでなく、大雨も常に想定しなくてはならない時代状況です。気候に左右されにくい

室内での気軽なレクリエーションが今後も求められていくと思います。 

 また、ある職場から普及活動の依頼を受けた際に、職場でボッチャを導入、普及しようと考

えた理由を尋ねたところ、障害者の法定雇用率を遵守するだけでなく、雇用した障害者と健常

者が同じ職場で働く以上、一緒に行えるレクリエーションを探していたとのことでした。 

 これらの現場を目の当たりにして感じたのは、既にボッチャは、多世代、多方面に広がりを

見せているということです。そして、その普及を支えている方々と話すと分かるのは、そのき

っかけが身近にやってみる機会があったということです。初めの１歩、初めの１球、１投が初

めの１人を生み出す重要性を再確認いたしました。 

 そこで伺います。 
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 市民へのボッチャ普及の促進について、本市の取組をお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 本市では、これまで、スポーツ推進委員対象のボッチャ実技研修

会の実施や各スポーツ振興会が主催するイベントに、ボッチャのルールや楽しさを伝えるボッ

チャお届け隊の派遣など、各地域のスポーツ振興に従事する方を中心に、ボッチャの普及促進

に努めてまいりました。 

 その結果、昨年度には、地域主催のボッチャに関するスポーツ教室やイベントが市内各地域

で合計50回開催され、延べ1,763人の方に御参加をいただいております。今年度も、市内の各

地域で多くのボッチャに関するイベントが行われておりますが、より普及が進むよう、千葉市

ボッチャまつりをはじめとした体験会等の取組を進めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 千葉市ボッチャまつりを第２回、第３回と継続することが期待できる

答弁でしたので、ぜひとも実現していただきたいと思います。 

 また、新型コロナウイルス感染症が２類感染症と分類されていた状況下で、昨年度に50回、

延べ1,763人に参加していただけたことは評価すべきと考えます。コロナ禍であらゆる普及活

動が中止に追い込まれてから、そこまで盛り返してきたというわけです。そこには、答弁にあ

ったスポーツ推進委員やボッチャお届け隊の皆様の御尽力があったわけですけれども、そこに

次の課題も感じますが、ここでも質疑を先へ進めていきたいというふうに思います。 

 これまでは、一般市民の方が参加するレクリエーションとしてのボッチャについて質問して

まいりました。 

 次に、パラ・アスリートが競技として行うボッチャに関して質問いたします。 

 今年も９月に千葉県ボッチャ選手権大会が花島公園体育館で開催され、２日間にわたって観

戦してまいりました。レクのボッチャとは異なり、公式戦は、コートに緊張が張りついた状態

になります。主催者の方から許可を得ていませんので写真は映し出しませんけれども、以前に

も、私は千葉市のある予選会で、千葉市内で行われたある予選会で、最初の答弁にありました

日本代表の蛯沢選手が24対０で勝った試合、つまりパーフェクトゲームを目撃いたしました。 

 実力差があっても１球も１センチたりとも気を抜かない姿勢、相手選手も勝てる見込みがな

くても、全力で蛯沢選手にぶつかっていったからこその完全試合、双方に感動いたしました。 

 しかしながら、試合を見ると感動する競技大会にも、様々な課題があり、市からの支援も必

要かと痛感いたします。 

 そこで伺います。 

 本市として競技大会への支援についてどのように考えるか、お示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 本市では、これまで千葉ポートアリーナを中心に車椅子ラグビー

日本選手権大会やジャパンパラ車椅子ラグビー競技大会など、トップレベルの車椅子競技大会

を誘致し、市内小中学生や特別支援学校の生徒の皆様を含め、多くの市民の皆様に観戦いただ

ける機会の創出に取り組んでいるところであります。 

 市民の皆様がこうしたトップレベルの競技を身近な場所で観戦することができる機会の創出

を今後とも継続していきながら、障害のある人もない人もともに交流できるまちづくりの実現

に向け取り組んでまいります。 
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○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 答弁にありましたように、何といっても市民の方に観戦していただく

ことが重要です。要は、パラスポーツ共通の悩みであります観客の少なさです。この点につき

ましては、先ほどまでの答弁で明らかなように、体験者は確実に増えておりますので、あとは、

この体験者が観戦者へとつながりやすくなる仕組みが必要かと思います。 

 ほかにも、公式戦で感じてきた課題は、挙げれば切りがないほど山積みです。まずは、大会

のレベルに応じた規模の会場を確保することは、大変苦慮されているようですし、しかも、パ

ラ・アスリートは、体温の調整に困難を抱える場合が多く、空調設備が整備されている会場が

必要となります。近年の猛暑ではなおさらです。 

 さらには、市長も直接パラ・アスリートの声を聞かれたと思いますけれども、健常者が普通

に使っている公共施設でも、パラ・アスリートならではの様々な悩みが、いわゆる障害とかバ

リアと言いますが、これは社会の側のバリアというふうに言えるかと思いますけれども、そう

いったものがあって、今後も市には耳を傾けていただき、御協力をお願いしたいところであり

ます。 

 最後に、パラ・アスリートについてです。 

 最初の答弁にあったボッチャ市民まつりでは、日本代表である蛯沢選手の壮行会も兼ねてい

たとのことですが、パラスポーツに限らず、全てのスポーツの普及において、トップアスリー

トの活躍は重要な役割を果たします。特に、トップアスリートが海外で活躍したり、次世代の

若いアスリートが台頭したりしますと、その効果は特定競技の普及のみならず、社会全体を明

るくし、子供たちの希望となります。 

 しかしながら、マイナースポーツと言えるパラスポーツの現状は、海外の大会に日本代表と

して出場するにも、自らの持ち出しがかなり必要であったり、才能のある若手選手が競技に集

中できる環境が乏しかったりするのが現状です。 

 そこで伺います。 

 パラ・アスリートへの育成、支援について、本市としてどのように考えるか、お聞かせくだ

さい。 

○副議長（麻生紀雄君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 本市にゆかりのあるパラ・アスリートの方につきましては、市ホ

ームページや広報誌への掲載をはじめ、小中学校において講演や体験会を行う学校訪問事業を

通じて、パラスポーツを広く知っていただけるよう取り組んでいるところでございます。また、

本市では、パラ・アスリートを含め、アスリートのための新たな支援制度の創設を第一次実施

計画に位置づけ、現在、検討を行っているところであります。 

 世界に挑戦する本市ゆかりのトップアスリートやジュニアアスリートへ支援をすることで、

競技生活の継続や将来のトップアスリートの育成につながること、また、トップアスリートの

活躍が市民のスポーツに対する関心や意欲を向上させるとともに、子供たちに夢や希望を与え

るきっかけになるなど、好循環の創出が期待できるものと考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） アスリートのための新たな支援制度の創設を目指す答弁に、今後の次

世代への希望を感じましたけれども、それを踏まえて、私のほうからも、最後に、幾つかの観

点を要望として提示させていだきたいというふうに思います。 
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 これまでの答弁にありました年間1,700名以上にまで拡大している体験者を観戦者へとつな

げる仕組みが必要であることは先に述べました。さらに、スポーツ推進委員やボッチャお届け

隊だけでなく、ボッチャの普及に努めている体験者、ここまでいくと、もう伝道者というふう

に言ってもいいと思いますけれども、これらの方々は既に各地域に確実におられます。 

 ただし、この広がりが断片的で、偏在している状態です。ですから、この体験者、伝道者同

士がつながる仕組みがあれば、一般の方への普及、そして、その競技が定着するということに

強い基盤ができるのではないかというふうに感じます。 

 そして、これらの体験者や観戦者とアスリートをつなげる、そんな仕組みがあれば、より一

層基盤が強固になるかというふうに思います。要は、アスリートへの直接支援も必要ですけれ

ども、そのアスリート、なかんずくパラ・アスリートやパラ競技を支えるサポーターを共通の

枠組みで育成、確保を意識づけする、こういったことができれば、ボッチャを入り口とした共

生社会の実現に資するパラスポーツの推進、取組が持続可能で確かなものになると考えます。

私は、それこそが2020東京オリパラのレガシーだと信じております。 

 冒頭に尋ねました千葉市ボッチャまつりも、一過性のイベントに映るかもしれませんが、そ

んなつながりや枠組みを確認できる重要な機会、共生社会の担い手として互いを確認し合う意

義を持ち得ると考えます。ボッチャを生かした共生社会のまちづくりは、初めの一歩から、次

のステップに踏み出す段階に入ったと思いますので、ぜひとも御検討ください。 

 次に、帯状疱疹ワクチン接種事業について伺います。 

 帯状疱疹ワクチン接種事業につきましては、本年の第１回定例会における我が会派の代表質

疑において麻しん・風しんワクチンとともに取り上げ、そこで帯状疱疹の罹患状況について尋

ねたところ、本市の国民健康保険加入者の状況から分析し、帯状疱疹の治療を受けた件数は、

令和元年度と令和３年度を比較すると、約1.3倍に増加しており、患者数は増加傾向にあると

の認識が示されました。 

 この答弁について、内外の関係者から強い関心が寄せられたのは、正確な帯状疱疹の罹患者

数を把握することが困難でも、治療を要する帯状疱疹にさいなまれる市民が増加しているとい

うことが客観的に示されたことにあると、このように考えます。 

 議会としましても、第２回定例会では、国に対する帯状疱疹ワクチンの定期接種化や助成制

度を求める意見書案を我が会派から提案し、全会一致で御賛同いただき提出するなど、機運も

高まっております。 

 そこで、今回は、現在の新たな局面に即して質問をいたします。 

 まずは、ワクチン接種事業の中で、最も規模の大きい新型コロナウイルスワクチンの接種事

業について概観したいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症が２類感染症に分類されていたころは、新型コロナへのワクチン

接種が最優先事業となり、国からの財政的措置で展開されました。例えば、本市における新型

コロナワクチン接種事業に係る予算額は、令和２年度から今年度の６月補正まで含めますと、

289億円に達しており、全額、国費で賄われております。 

 しかし、本年５月８日から新型コロナも５類感染症に位置づけられ、通常時に行う予防接種

においても、令和６年度からは、インフルエンザと同様にＢ類疾病の定期接種となるようです。

対象者も65歳以上の高齢者等の重症化リスクの高い方となり、年に１回の接種となるようです。 

 このように、新型コロナウイルスワクチンの取り扱いが来年度には大きく異なることが予定
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されておりますが、本市における新型コロナワクチン以外の従来からのワクチン接種事業につ

いては、どのようになっているか明らかにしていただきたく、伺います。 

 ワクチン接種事業全体の対象世代と予算規模についてお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） ワクチン接種事業の対象は、主に小児と高齢者で、今年度の

予算額は約29億円です。そのうち、小児は、麻しん・風疹ワクチンなど11種類あり、対象年齢

は原則としてゼロ歳から15歳、対象人口は約12万人、予算額は約23億円です。高齢者の予防接

種は、肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワクチンがあり、対象年齢は原則として65歳以上、

対象人口は約26万人、予算額は約５億円です。 

 そのほかの世代を対象としたものについては、麻しん・風疹の抗体価の低い方などへのワク

チン接種費用助成があり、予算額は約１億円です。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 冒頭にお伝えいたしました予算額289億円という桁違いの特例臨時接

種としての新型コロナワクチン接種事業がなくなり、今、答弁のありました肺炎球菌ワクチン

とインフルエンザワクチンの接種事業を行っている高齢者の予防接種に、定期接種としての新

型コロナワクチンが加わっていくわけです。 

 私にとって気がかりなのは、ワクチン接種事業において世代間の偏りが一層顕著になること

です。つまり、先ほどの答弁のように、15歳までの小児が中心となるのは、予防接種の意義か

らも当然ですが、帯状疱疹ワクチンの接種対象となる現役世代が抜け落ちております。逆に言

えば、この世代に対してワクチン事業を届けられるのは、帯状疱疹ワクチンだけです。 

 そのような状況下で、新型コロナ感染症のようなパンデミックが生じた際に、ワクチン行政

への理解と御協力をと、市民の皆様に急に訴えても難しいといいますか、集団接種会場をつく

らないと、あの当時、現役世代の接種率が伸びなかったというのは、当然の帰結のように感じ

ます。新型コロナワクチンの定期接種化というこの機会に、行政サービスとしてのワクチン接

種事業全体の在り方をぜひとも再検討していただきたいと思います。 

 もちろん、帯状疱疹ワクチンに医療上の必要性や一般市民からのニーズがなければ、接種事

業に関する議論の余地はないわけですけれども、その点について、当局としてどのように把握、

認識されておりますでしょうか。 

 そこで伺います。 

 帯状疱疹ワクチンについて、医療関係者からの要望や市民ニーズをどのように認識している

か、本市の見解をお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 本年10月に、千葉市医師会感染症対策委員会から、帯状疱疹

ワクチンの費用助成についての提言をいただきました。また、市長への手紙やメールなどによ

り費用助成についての御意見をいただいており、市民ニーズがあることは認識しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 今答弁にありましたように、つい最近のことですけれども、千葉市医

師会感染症対策委員会から提言があったとのことでした。専門的見地から医療上の必要性があ

るということだと思います。その一方で、市長への手紙やメールで費用助成への意見が来てお

り、市民ニーズはあるとの認識をされているということですけれども、その全体像の把握が必
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要かもしれません。 

 そこで要望いたしますが、市民の皆様にとって帯状疱疹ワクチン接種事業がどの程度ニーズ

があるのか、まとまった形で把握されていないようですので、本市で運用されているウェブア

ンケートなどに一度かけていただきたいと思います。今明らかにしたように、市民ニーズがあ

ることは承知しているけれども、その定量的な把握はなされていない状況、しかし、専門家か

らは提言を受け取っている状態というわけですけれども、そうこうしている間に、全国的には、

10月時点で316自治体において独自助成がなされており、来年度実施予定を含めますと、400自

治体に迫る情勢です。 

 その状況下で、本市として接種事業の必要性をどう感じておられるか、尋ねたいと思います。 

 それでは、帯状疱疹ワクチン接種事業の必要性について、本市の考えをお聞かせください。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） ワクチン接種費用の助成については、市民ニーズや国の定期

接種化に向けた検討状況、疾病の特質、費用対効果などを踏まえて、その必要性を見極めてま

いりたいと考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 市民ニーズと国の動向を見極めるということですけれども、市民ニー

ズにつきましては、先ほど要望したとおりでございます。その一方で、国の動向を注視すると

いう答弁については、普段であれば、これで質問を終えるような、そんな流れでございますけ

れども、今回はこれで終わりにせずに、もうひと声、質問をさせていただきたいというふうに

思います。 

 国では、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、新型コロナによってとまって

いた帯状疱疹ワクチンに関する議論がさきの11月から３年ぶりに再開されたと、関係者が注目

しております。 

 そこで伺います。 

 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会における帯状疱疹ワクチンに関する議論の進展に

ついて、どのように把握されているか、お示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 先月の同分科会においては、ワクチンの有効性や安全性につ

いては、一定程度確認された一方、ワクチンの持続効果や有効な接種年齢の検討など、費用対

効果については引き続き検討が必要であるとされ、予防接種法に基づく定期接種化に向けた検

討が継続しているものと承知しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 今回の分科会で、帯状疱疹には一定程度ＰＨＮ、帯状疱疹後神経痛を

数カ月以上合併することやワクチンによって帯状疱疹の発症を予防するだけでなく、このＰＨ

Ｎを予防することも期待できることや、また、ワクチンの有効性に係る持続期間など、これら

が新たな知見として報告されております。 

 そのほかにも、生ワクチン以外のワクチンも議論に入ってきたことやファクトシートを更新

するような新たな動きが出てきており、関係者からは、定期接種化へのロードマップの想定が

成り立つようになってきた。それによって地方自治体のみで助成するような規模の恒久財源は

必要ではなくなるのではないか、そんな可能性が出てきたのではないかと、このように大変注
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目をされております。 

 本市の答弁との温度差を感じましたので、国の動向を注視されるのであれば、しっかりと詳

細にわたって注視していただき、先を見据えた検討をしていただきたいと思います。 

 ３番目の通告事項は、青少年の育成環境についてです。 

 最近、千葉市内の学校におけるいじめのニュースが報道されました。以前から児童生徒も保

護者も、学校生活で不安を抱いている間題といえば、いじめの問題だったわけですが、コロナ

禍により、いつの間にか余り議論がなされなくなった印象を抱いております。 

 そこで、まずは、その全体像を把握するために伺います。 

 いじめの認知件数の推移について、コロナ禍前後で比較できるように、直近５年間の推移を

お答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 認知件数は、平成30年度が1,200件、令和元年度が1,875件、２年

度が1,591件、３年度が2,488件、４年度が4,083件となっております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 平成30年度は1,200件だった認知件数が、昨年度は4,083件と3.4倍に

増加していることが分かりました。さらに、私の記憶では、平成20年代後半までさかのぼりま

すと、800件台で推移していたはずですので、そこと比べると４倍、５倍の増加ということに

なります。 

 増加の要因としましては、犯罪や虐待の認知件数と同様に、以前は報告されなかった事案も、

近年になっていじめとして認知され、報告に上がってくるようになったことが大きいとは思い

ます。だとしても、コロナ禍前の５年前からの3.4倍は際立った数字ですし、青少年の相談機

関の方と接しますと、いじめの問題について、その量的な増加もさることながら、近年の質的

な悪化、つまり重大事態にまで悪化したり、重大事態につながりかねない深刻な事態を危惧す

る声も伺っております。 

 議会としても、これまでいじめ問題に対して、手をこまねいていたわけではありません。私

も、学校における困難事案の増加に対して、平成30年第３回定例会や平成31年第１回定例会の

一般質問において、以下のように取り上げました。 

 まずは、いじめという用語が深刻な実態を反映しておらず、実態は、生徒間虐待であること、

そして、現場では被害者の転校によっていじめ問題の解決、解消となっているおそれがあるこ

と、問題解決には加害者のいじめの原因へのケアをするとともに、それだけではなく、加害者

への個別授業の実施や転校の意思の確認、加害者の出席停止の措置を活用するなどの両面が必

要であること、そして、三重県での視察を通じ、そもそも、いじめを防止する生徒集団を形成

する取組が教育臨床の上で必要であることを訴えてまいりました。 

 その上で、学校において複雑化、長期化する解決困難な事案が増加する事態に対し、迅速か

つ適切な判断や対応が求められていることから、スクールロイヤー制の導入を求め、令和２年

度から導入されました。 

 スクールロイヤーは、学校弁護士とも呼ばれますが、法律相談に加え、学校がスクールロイ

ヤーに電話や対面で直接相談することにより、法的な評価が求められる困難な事案の円滑な解

決を目指し、教職員がいじめや虐待等の事案に対して、法的な根拠に基づき適切に対応できる

よう、弁護士による研修を実施してもらうものです。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第７号（12月13日） 

－63－ 

 そのスクールロイヤーを含めて、先月、文部科学省では、教育行政に係る法務相談体制の整

備等に関する調査結果を公表し、法務相談体制に学校からどのような相談が持ち込まれている

か、全国の集計結果を明らかにしました。 

 そこで、本市についても明らかにすべく、伺います。 

 本市におけるスクールロイヤーの活用状況について、法務相談案件の件数と相談内容の内訳

及び割合についてお答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 相談件数は123件です。内訳とその割合は、保護者対応が69件で、

56.1％、危機管理・施設管理対応が19件で、15.4％、生徒指導対応が13件で、10.6％、その他

が22件で、17.9％となっております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 保護者対応が56％というのは、全国集計と同様の傾向を示しています。

このスクールロイヤー配置の際に、私は委員会で日弁連の声明を紹介した上で、モンスターペ

アレント対策における学校の味方としての役割ではなく、法令に基づいた学校の適正運営に資

する役割を求めた経緯があります。 

 保護者対応イコール、モンスターペアレント対応ではありませんが、想定していたとはいえ、

全国的にも、千葉市においても、現場のニーズというか、教員の方が困っておられるのはそこ

なのかなと、改めて痛感した次第です。 

 このスクールロイヤーへの相談件数自体は、昨年度123件という答弁でしたので、一定のニ

ーズがあり、役割を果たしていただいているものと承知いたしました。これは、要望というよ

りも期待に近いものですけれども、いじめ事案においては、そのいじめの事実認定の困難さが

現場を苦しめています。 

 私も、少年院などの現場でいじめなどが疑われる事案を教官として調べることが再三ありま

したが、そこでは第三者の協力や教育とは別の枠組みによる厳格な調査、審査なくしてはでき

ませんでした。教育活動を行いながら、その教育現場でいじめなどの事実認定を中立かつ客観

的に教師が行うことは、かなり困難だと感じております。事実認定など、いじめ事案への対応

にスクールロイヤーの活用を期待いたします。 

 いじめという困難事案に対しましては、もう一つの観点で、これまで提案してまいりました。

それは、ネットパトロールです。 

 昨年の第１回定例会の一般質問で、私はＳＮＳ上に個人情報や中傷、誹謗の書き込み、これ

らはたとえ１回のみの行為であっても、ネット上に残り、拡散され得ることから、いじめの定

義における反復に相当し、個人的にはいじめとほぼ同義であるとお伝えしました。 

 しかし、現在、これは概念上の問題ではなく、実際に学校内でのいじめがネット上でのトラ

ブルと深く関わっているケースが多くあると伺っております。また、ネットでのいじめは、従

来の学校内でのいじめだけでは終わらず、帰宅してからも被害者を追いかけてきます。家庭が

逃げ場になりません。しんどいです。 

 本市の事業で重要なのは、職員による従来のネットパトロールではなく、専門業者に委託し、

高いネットスキルのもとで、ネットパトロールを行うことにあります。導入当時の局長答弁で

は、犯罪被害防止やトラブル抑制に取り組まれるという方針が示されておりました。高いスキ

ルで問題投稿の早期発見とその対応を期待するとともに、やはり、問題投稿を未然に防ぐ啓発、
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この両輪が必要であろうと考えます。 

 そこで伺います。 

 問題投稿の未然防止への取組並びにネットパトロールの現状と投稿の特徴についてお示しく

ださい。 

○副議長（麻生紀雄君） こども未来局長。 

○こども未来局長（宍倉和美君） 青少年サポートセンターでは、小・中・高・特別支援学校

等の児童生徒や保護者のほか、青少年健全育成団体など一般向けに、ネット安全教室の出前授

業を行っており、今年度は10月末時点で、合計141回、１万9,641人を対象に実施しております。 

 ネット安全教室では、問題投稿の未然防止に取り組んでおり、安易な投稿により個人が特定

される危険等についての啓発活動を行っております。 

 また、10月末時点で、ネットパトロール委託業者から報告が上がった件数は、小学校に関す

るもの、65件、中学校に関するもの、2,177件、高等学校に関するもの、319件、特別支援学校

に関するもの４件、合計2,565件となっております。 

 特徴といたしましては、個人名、学校名、顔写真などの個人情報の公開や友達と遊びに出か

けたときの様子などの投稿が多数を占めております。動画では、中高生の部活動の様子を本人

の同意なしに投稿するケースが多くなっております。 

 サイト別の上位５件は、Ｘ・旧ツイッター、インスタグラム、受験ナビ、５ちゃんねる、ユ

ーチューブの順となっております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 未然防止への取組では、今年度も７か月程度で約２万人に実施してい

ただいたことは、高く評価するところです。一方、委託業者から青少年サポートセンターに報

告のあった件数については、中学校に関するものが圧倒的に多く、2,000件以上あり、全体の

約85％程度を占めていることが分かりました。 

 未然防止の取組でも、重点的に行うべき対象、年代はこの答弁からも明らかだと思いますの

で、一層の取組をよろしくお願いいたします。 

 さて、これらの問題投稿について、業者から報告を受ける青少年サポートセンターが縦割り

行政にならず、しっかりと学校と連携しているかが問われてくると思いますので、その点につ

いて伺います。 

 ネット上のいじめ案件やいじめが疑われる案件など、ネットパトロールから行っている学校

への情報提供についてお答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） こども未来局長。 

○こども未来局長（宍倉和美君） ネットパトロールで発見した投稿につきましては、危険度

に応じて３段階にレベル分けしております。レベル１は、個人情報についての投稿、レベル２

は、誹謗、中傷や不適切画像などの投稿、レベル３は、刑事事件や命に関わる内容の投稿とし

ております。 

 危険度の高いレベル２、レベル３の投稿につきましては、教育委員会と該当する学校に即時

情報提供しており、レベル１及びレベル外の投稿につきましては、定期的に情報提供しており

ます。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 危険度に応じて３段階にレベル分けをして情報提供をしており、危険
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度の高いレベル２、レベル３の投稿については、即時に情報を提供しているとのことでした。

それでは、危険度レベル２以上の案件について、これ、非常に重いかと思いますけれども、つ

まり即時の情報提供に該当した投稿とは、実際にどのようなものであったか、伺いたいと思い

ます。 

 ネットパトロール上の発見によって、即時対応した事案についてお答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） こども未来局長。 

○こども未来局長（宍倉和美君） 今年度、危険レベル２と判断した案件は、10月末時点で６

件あり、教育委員会と該当する学校に即時情報提供をしております。 

 具体的な内容といたしましては、性的表現を含む投稿、実在する教師になりすましてのアカ

ウント作成、学校や職員に対する批判的な内容の記載、詳細な個人情報の公開であります。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 問題投稿やいじめには、被害者と加害者が存在するため、公表できる

範囲が限定されるとは思いますが、それでも可能な限り示していただいたことに感謝いたしま

す。 

 本年、危険レベル３はないものの、レベル２でのこれからの具体的な内容には、改めてネッ

ト上の問題の根深さを感じます。 

 そして、一つ前の答弁では、報告件数において中学校関連の投稿が圧倒的な数を占めている

ことに言及いたしましたが、その危険度においては、高校に関連した投稿がかなり高いのでは

ないかとの声も相談機関から伺っております。 

 このような案件の早期発見も専門業者の力を使い、危険度の高い案件への対応においては、

学校現場で抱えずにスクールロイヤーに相談するなど、教員以外の専門家の力を大いに活用し

ていただきたいと思います。 

 社会における犯罪の根絶と同様に、学校におけるいじめを根絶するのは困難であるという現

実を直視した上で、悲観主義に陥らず、発生した場合に適正に対処できる体制、また、被害者

が相談できる体制の確保に努めていただきたいと思います。 

 青少年の育成環境に関する最後の項目は、学校の制服についてです。 

 学校の制服に関する取り扱いについては、令和２年第４回定例会において集中的に取り上げ

ました。 

 そこでは、１つには、市で統一するようなものではなく、各学校で判断すべきものとして位

置づけていること、２つには、多様な選択肢が望ましく、その点から誰もが着用できるスラッ

クスの導入を推進するとの基本的な考えを確認いたしました。 

 これは、市内の公立中学校からお許しをいただき、ホームページで公開されている写真でご

ざいます。許可をいただいて映させていただいております。 

 その上で、この考え方に基づいて、誰もが着用できるスラックス導入の推進といいますと、

その目的がＬＧＢＴの方への配慮として報じられてしまい、ひとり歩きする傾向にあり、それ

は問題のミスリードにつながるということを東葛地域の具体例に基づいて指摘いたしました。 

 つまり、単に冬はスカートでは寒いからスラックスを使いたい、普段から機能的だからスラ

ックスを使いたいと思った女子生徒さんも、周囲から勝手にＬＧＢＴとしてみなされてしまっ

たり、実際にＬＧＢＴである生徒さんにおいても、特定の制服がＬＧＢＴであるという理解に

よって、その制服を着用したことにより、強制的なカミングアウト、つまり、アウティングに
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つながってしまう。いずれも、これ、ミスリードとなり、これこそ深刻な問題です。あえて、

このようにくぎを刺すのは、本市議会においても過去にこのようなミスリードがあったからで

す。 

 したがいまして、ここでは、みんなのスラックス、または学校現場でも使われている女子用

スラックスという表現、個人的には女子用ズボンでもパンツでも構わないんですけれども、学

校で使われている表現で質問をいたします。 

 本市の市立中学校において、女子用スラックスを導入した学校数、導入を検討している学校

数、そして着用している生徒数についてお聞かせください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 12月１日現在、市立中学校54校中、38校が女子用スラックスを導

入済みで、７校が検討中です。また、着用している生徒数は、約150人と把握しています。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 当時いただいた答弁では、令和元年度については、女子用スラックス

の導入以前に、まだ検討段階の学校を含めても７校だけでした。それが今回38校に導入済み、

さらに７校が検討中という答弁でしたので、急激に広がっていることが分かりました。 

 また、今回はミスリードのおそれがないと信じて、着用している生徒数まであえて伺いまし

たが、約150名とのことでした。それでも、私のもとには、活動のしやすさから、女子用スラ

ックスを着用したいけれども、周囲の目が気になって着用していないという声も届いてまいり

ます。 

 全体で一つの方向に推し進める必要はありませんが、着用する生徒さんたちにとって、選択

肢の確保や各教育現場で率直な議論ができる環境の確保をお願いしたいと思います。この女子

用スラックスの導入につきましては、伝統的な価値観との衝突を危惧する声もありましたので

伺います。 

 女子用スラックス導入に対する生徒、保護者、地域住民からの異論の有無についてお答えく

ださい。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 教育委員会には、生徒や保護者、地域住民の方から、女子用スラ

ックス導入に対しての否定的な意見は届いておりません。 

 なお、幾つかの市立学校には、地域の方から昔の制服を懐かしむ声があったと報告を受けて

おります。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 個人的には、スカートもズボンも、日本固有の伝統的な服装ではない

というふうに思っていますので、特段、支障や衝突はないだろうと思っておりました。先ほど

のようなミスリードさえしなければ、あとは現場でのなれと機能的に各自が選択するだけの問

題かなというふうに思います。 

 以上で、青少年の育成環境についての質問は終わります。 

 本日の通告事項の最後は、稲毛区の諸問題について、草野水のみち周辺の浸水対策について

お尋ねいたします。 

 草野みずのみち、地元では通称「草野水路」と呼ばれておりますけれども、この草野みずの

みちについては、これまでは防災、なかんずく水害を防ぐ観点から、掘削工事、嵩上げ工事や
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水位の見える化などを求めてまいりました。 

 本日も、午前中に自民党会派の小松﨑文嘉議員から、ハード面での質問がなされております

けれども、私のほうからは、ソフト面の対応についてお尋ねしたいというふうに思います。 

 この草野水路周辺の水害といいますと、多くの住民が自家用車が水に浸って使えなくなった

ということを挙げられます。そういった経験を挙げられます。 

 この草野水のみちの水位がレッドゾーンを越えた際には、私は水位が下がり次第、速やかに

現場に赴くようにしておりますけれども、９月８日の台風13号襲来の際にも、現地の光景を目

の当たりにし、様々な声を伺いました。 

 それは、自家用車を一時避難させるために周辺の有料駐車場が満車状態となったため、車の

避難場所を探す市民の姿であり、どこか一時避難させる場所、施設はないのかという声でした。 

 そこで伺います。 

 草野水のみちの浸水時に、近隣住民が車両を周辺施設に一時避難させることについて、本市

の考えをお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 台風や豪雨の危険が近づいている状況において、まずは、自ら

の命を守る行動が最優先となります。その上で、あらかじめ浸水のおそれの少ない場所へ自家

用車を移動させるなど、事前対策を進めることが財産を守ることにつながると考えております。 

 しかしながら、災害時において避難所や防災拠点となる市の施設への自家用車の駐車は、避

難者や災害応急活動への影響などが考えられることから、車両の一時避難場所については、現

在のところ指定してはおりません。 

 今後は、引き続き地元の皆様の御意見に耳を傾けながら、命を守るための避難手法とあわせ

て車両の移動についての検討も進めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 確かに、自家用車のみの一時避難を避難所や防災拠点となる市立施設

で行われてしまいますと、避難者や災害応急活動への影響が出てしまうかもしれません。当局

において検討を進めていただけるとのことですけれども、私も民間施設も含めて協力を呼びか

けていきたいというふうに思います。 

 次に、周辺住民の方からは、豪雨時にパトライトが見えにくいとの声がありました。 

 スクリーンに映しましたこのパトライトの明かりによって、歩行者は水位の危険度を推察で

きますので、この明かりが見えることは、直接水位を見にくることなく、安全な場所から速や

かに危険を察知することにつながります。 

 しかしながら、晴れていると、このようにくっきり見えるこのパトライトも、肝心の働いて

ほしい豪雨の際には光がかすんでしまうようです。 

 そこで伺います。 

 周辺住民から寄せられていた草野水のみちパトライトの改善について、どのように取り組ま

れているか、お答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 現在、稲毛小学校からＪＲ高架下付近までの間に警報装置を３か

所設置しておりますが、降雨時においても視認性が高いとされる高輝度のＬＥＤ電球のパトラ

イトに交換することを今年度末までに予定しております。 
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○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 早速、改善に取り組まれているとのことでした。答弁にあったＬＥＤ

化については、ささやかな取組に聞こえるかもしれませんけれども、当局の速やかな対応を評

価するものです。よろしくお願いいたします。 

 長くなりましたが、本日最後の質問は、この草野水路の水位を表示した市のホームページに

ついてです。 

 初当選以来、豪雨時に何度も現場に足を運んだ経験から、安全な場所から水位を確認できる

仕組み、つまり水位の見える化を求め、２級河川でも水位計が設置されていない当時に、この

都市水路の水位計のデータを市のホームページに掲載していただきました。 

 本サイトが１分ごとに更新されるすぐれものであるせいか、大雨が降りますと、本サイトの

アクセス数が6,000件を超えるなど、周辺住民、関係者の方々に大変活用されているようです。 

 今回の９月８日の台風13号襲来の際には、本サイトではスクリーンに表示しましたように、

グラフの赤色、すなわちその説明文には、直ちに避難する目安と書いたラインを水位をあらわ

す青色の線、波打っていますが、この青色の線が大きく超えました。しかし、直後に現地で自

治会関係者やマンションの管理人さんに聞きますと、そこまでひどかったかなと、現場の実態

と合っているんだろうというようなことを口をそろえておっしゃっておられました。 

 実は、昨年も既にこの課題が浮上しておりました。空振りが駄目だと申しているわけではあ

りません。防災・減災においては、空振りを恐れてはなりません。しかし、昨年も本年も共通

しているのは、線状降水帯のような瞬間的な豪雨については、現場の状況以上にグラフが跳ね

上がり、現地とそごが生じているのではないかという危惧を抱いております。空振りはおそれ

てはいけませんけれども、オオカミ少年になってもいけません。 

 そこで、折れ線グラフだけでなく、実際に現地から画像を配信することによって、より実態

に即した正しい情報を市民が把握できるようにすべきと考え、昨年の第４回定例会の一般質問

におきまして、草野水のみちの水位を現地の画像も含めて配信するように求めたところ、当局

からは、必要性は認めるが、課題もあり、国や県の事例を参考に検討するとの趣旨の答弁であ

りました。 

 そこで、本年の豪雨時においても同様の課題が生じた現状を踏まえて、検討されている進捗

状況を伺います。 

 市ホームページで草野水のみちの水位を画像配信すべきと考えますが、本市の進捗について

お答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 画像配信における課題でありました近隣家屋の表札等の個人情報

が映り込むことについては、設置するカメラの角度を調整することで対応可能となりましたこ

とから、カメラの設置工事と水位の画像配信を行うシステム更新を予定しており、来年度から

の供用開始を目指しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員。 

○12番（桜井秀夫君） 来年度の供用開始を目指していただけるとのことでした。草野水路周

辺地域において、ソフト面での重要な進展となるかというふうに思います。都市水路でそこま

でやる必要があるのかという意見があるかもしれませんけれども、国土交通省運営の優れたサ

イト、浸水ナビとかですね、様々な浸水対策の必要な情報ツールを見ますけれども、これらを
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見ても、全てはあくまでも河川しか載っておりません。 

 草野水のみちは、本市のホームページでしか確認できませんので、引き続き、周辺住民の身

体、財産を守るため、関係者のために御尽力いただくことを要望いたしまして、以上で、私の

千葉市民のための、千葉市民の生活の向上を目指した一般質問を終わります。 

 長時にわたる御清聴、大変ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 桜井秀夫議員の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 明日は、午後１時から会議を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

午 後 ４ 時 29 分 散 会 

────────────────────────── 
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